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豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

七
九

は
じ
め
に

　

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
五
月
八
日
に
徳
川
家
康
が
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
、
天
下
泰
平
を
決
定
付
け
た
大
坂
の
陣
が
終
焉
し
て
か
ら
、
四
〇
〇
年
が
経
と
う
と

す
る
現
在
、
こ
の
一
大
決
戦
に
関
連
す
る
著
作
が
続
々
と
刊
行
さ
れ
、
大
坂
の
陣
を
め
ぐ
る
研
究
は
活
況
を
呈
し
て
い
る）

1
（

。
こ
れ
に
伴
い
、
多
く
の
事
柄
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
大
坂
の
陣
に
臨
ん
で
、
豊
臣
家
内
部
の
人
々
が
何
を
考
え
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
行
動
し
て
い
た
の

か
、
い
わ
ば
豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
史
料
不
足
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
ず
、
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

豊
臣
家
は
戦
争
の
敗
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
多
く
の
家
蔵
文
書
が
焼
亡
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
、
大
坂
の
陣
に
お
け
る
豊
臣
家
中
の
動
向
に
関
し
て
は
、
後

世
の
創
作
物
で
あ
る
軍
記
物
語
に
依
拠
し
つ
つ
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
し
創
作
物
と
い
え
ど
も
、
軍
記
物
語
の
内
容
す
べ
て
が
作

者
の
想
像
の
産
物
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
関
係
者
の
証
言
か
、
古
文
書
か
、
何
ら
か
の
基
礎
資
料
を
下
地
に
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
軍
記
物
語
か
ら

脚
色
部
分
を
取
り
払
い
、
史
実
に
よ
り
一
層
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
軍
記
物
語
の
典
拠
史
料
を
見
極
め
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
は
近
世
初
期
に
成
立
し
た
大
坂
の
陣
に
関
す
る
軍
記
物
語
の
記
述
を
追
う
中
で
、
軍
記
の
作
者
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
典
拠
史
料
を
新

豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

―
大
坂
落
人
浅
井
一
政
の
戦
功
覚
書
を
題
材
と
し
て
―堀ほ

り　
　
　
　
　

智と
も　

　

博ひ
ろ



八
〇

た
に
見
出
し
（
第
一
章
）、
そ
の
書
誌
情
報
を
確
定
す
る
（
第
二
章
）。
然
る
後
に
、
当
該
史
料
の
内
容
か
ら
、
大
坂
の
陣
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
三
章
）。

第
一
章　

軍
記
物
語
と
「
浅
井
一
政
自
記
」

　

第
一
章
で
は
ま
ず
、
主
と
し
て
文
学
史
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
近
世
初
期
に
成
立
し
た
大
坂
の
陣
に
関
す
る
軍
記
物
語
が
何
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
も
の

な
の
か
、
原
典
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
坂
の
陣
に
取
材
し
た
軍
記
は
数
あ
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
、
巷
間
で
最
も
広
く
読
ま
れ
て
き
た
作
品
と
し
て
『
難

波
戦
記
』（
全
十
二
巻
十
二
冊
）
が
あ
る
。『
難
波
戦
記
』
は
、
成
立
年
代
は
未
詳
な
が
ら
、
確
認
さ
れ
る
限
り
で
最
も
古
い
写
本
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七

二
）
の
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝
重
宅
に
身
を
寄
せ
て
い
た
万
年
頼
方
（
入
道
不
求
斎
）
と
阿
部
忠
秋
の
家
来
二
階
堂
（
才
兵
衛
尉
）
行

憲
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
徳
川
方
の
人
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
大
坂
の
陣
に
お
け
る
徳
川
家
の
功
績
を
礼
賛
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
真
田
信
繁
や
後
藤
又
兵
衛
な
ど
、
大
坂
方
の
諸
将
の
奮
戦
が
華
や
か
に
描
か
れ
、
ま
た
、
片
桐
且
元
の
豊
臣
家
に
対
す
る
忠
臣
振
り
に
頁
を
費

や
す
な
ど
、
必
ず
し
も
徳
川
家
礼
賛
に
収
斂
さ
れ
な
い
内
容
も
散
見
さ
れ
る
の
が
『
難
波
戦
記
』
の
特
徴
で
あ
る）

2
（

。
実
は
、『
難
波
戦
記
』
に
お
け
る
こ
う
し

た
豊
臣
家
寄
り
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
を
、『
豊
内
記
』（
全
三
冊
）
と
言
う
異
な
る
軍
記
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

3
（

。

　

こ
の
『
豊
内
記
』
は
、
内
大
臣
豊
臣
秀
頼
の
最
期
ま
で
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
た
名
称
で
あ
り
、
別
名
を
「
秀
頼
事
記
」・「
豊
臣
秀
頼
記
」
と
も
言

う
。
近
江
国
の
住
人
「
高
木
宗
夢
」
の
語
る
内
容
を
「
桑
原
求
徳
」
が
書
き
と
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
加
除
修
正
を
施
し
完
成
さ
せ
た
も
の
だ
と
伝

わ
る
。「
桑
原
求
徳
」
が
何
者
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
方
の
宗
夢
は
、
文
中
、
供
廻
り
の
一
人
と
し
て
、
秀
頼
の
側
近
く
に
控
え
て
居
た
人
物
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
終
戦
後
も
生
き
延
び
た
大
坂
落
人
（
豊
臣
方
敗
残
兵
）
な
の
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
『
豊
内
記
』
が
全
体
に
豊
臣
家
寄
り
の
記
述
な
の
も
納
得
で

き
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
『
豊
内
記
』
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
作
成
年
代
は
不
明
な
も
の
の
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
以
降
、
大
坂
の
陣
に
参
戦
し
て
い
た

宗
夢
が
未
だ
存
命
中
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と）

4
（

、
さ
ら
に
宗
夢
が
目
撃
し
た
と
言
う
秀
頼
や
淀
の
最
期
を
克
明
に
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歴
史
研
究
者

の
間
で
も
『
豊
内
記
』
の
記
載
内
容
は
信
憑
性
が
高
い
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、『
豊
内
記
』
の
典
拠
史
料
に
も

着
目
し
て
み
た
い
。
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序
文
に
拠
れ
ば
、「
宗
夢
か
物
語
り
に
よ
つ
て
桑
原
求
徳
入
道
書
あ
つ
め
し
草
紙
を
本
と
し
て
其
時
の
事
知
り
た
る
人
の
言
葉
を
書
き
そ
へ
」
と
あ
り
、『
豊

内
記
』
は
宗
夢
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
合
戦
当
時
の
事
情
を
知
る
何
人
か
の
証
言
を
も
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
国
文
学
者
の
阿
部
一
彦

に
よ
り
、『
豊
内
記
』
が
『
駿
府
記
』
や
『
渡
辺
勘
兵
衛
武
功
覚
書
』
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

5
（

、
改
め
て
本
文
を
通
覧
す

る
と
、
そ
の
他
今
木
源
右
衛
門
（
実
名
は
「
一
政
」
の
た
め
以
下
で
は
呼
称
を
「
一
政
」
に
統
一
す
る
）
な
る
人
物
の
証
言
が
際
立
っ
て
多
く
採
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
目
を
引
く
。
し
か
も
一
政
は
『
豊
内
記
』
の
中
で
は
、
豊
臣
家
の
敗
北
が
決
定
的
に
な
っ
た
際
に
、
秀
頼
に
自
害
を
強
く
勧
め
る
な
ど
、
宗
夢
以
上

に
印
象
深
い
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
一
政
は
実
在
し
た
人
物
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
政
は
大
坂
終
戦
後
も
生
き
残
り
、
最

終
的
に
加
賀
前
田
家
へ
と
仕
え
て
い
た
。
加
え
て
一
政
は
、
合
戦
時
に
お
け
る
大
坂
城
内
で
の
出
来
事
を
事
細
か
く
戦
功
覚
書
（「
浅
井
一
政
自
記）

6
（

」）
と
し
て

残
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

7
（

。

　
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
存
在
か
ら
、
恐
ら
く
は
『
豊
内
記
』
の
作
者
が
、
一
政
か
ら
覚
書
を
借
用
し
、
本
文
中
の
記
述
に
生
か
し
た
と
い
う
流
れ
が
想
定
さ

れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
豊
内
記
』
は
、「
浅
井
一
政
自
記
」
を
具
体
的
に
ど
の
程
度
参
照
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
検
討
し
て
み
た

い
。

　

表
１
は
、
両
書
の
記
載
内
容
を
比
較
検
討
し
た
結
果
を
一
覧
表
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
豊
内
記
』
の
各
記
事
が
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
ど
の
箇

条
を
、
ど
の
程
度
参
照
し
た
か
が
判
別
出
来
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
た
。
表
１
か
ら
、
以
下
四
点
が
判
明
す
る
。

〔
１
〕�

管
見
の
限
り
で
、『
豊
内
記
』
は
、
全
部
で
二
〇
箇
所
、「
浅
井
一
政
自
記
」
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
確
認
出
来
る
。
こ
こ
か
ら
『
豊
内

記
』
は
、
基
本
的
な
事
項
や
そ
の
経
過
に
つ
い
て
「
浅
井
一
政
自
記
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
２
〕�

た
だ
し
、『
豊
内
記
』
は
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
適
宜
改
変
を
加
え
て
お
り
、
こ
の
改
変
の
内
容

は
、
①
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
語
句
の
言
い
換
え
や
、
補
足
説
明
を
加
え
る
（
１
／
２
／
３
／
12
／
13
／
15
／
17
／
18
／
19
／
20
）、
②
「
浅
井
一
政

自
記
」
の
記
述
で
煩
雑
な
箇
所
を
省
略
す
る
（
10
／
11
／
14
）、
③
登
場
人
物
の
発
言
を
脚
色
す
る
（
４
／
５
／
６
／
７
／
８
／
９
／
16
）、
の
三
つ
に

お
お
よ
そ
分
類
出
来
る
。

〔
３
〕�

①
・
②
は
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
内
容
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
の
、
読
み
手
に
配
慮
し
た
修
正
で
あ
る
。

〔
４
〕�

『
豊
内
記
』
に
お
け
る
最
も
大
き
な
改
変
は
、
③
登
場
人
物
の
発
言
に
、
大
幅
に
脚
色
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
表
１
・
16
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表
1　『

豊
内
記
』
と
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
の
比
較

番
号

章
題

『
豊

内
記

』
の

内
容

「
浅

井
一

政
自

記
」

の
該

当
箇

所
改

変

1

片桐駿河下向並大坂に帰て始末の事〔『豊内記』上〕

九
月

廿
三

日
に

御
返

事
仰

せ
出

さ
る

へ
し

市
正

登
城

せ
よ

と
そ

の
玉

い
け

る
彼

三
人

の
者

と
も

は
市

正
兄

弟
を

城
中

に
て

可
討

果
巧

に
て

待
居

た
り

其
時

常
眞

よ
り

雅
楽

助
と

云
者

を
以

て
市

正
に

此
有

様
を

言
ひ

遣
さ

れ
た

り
け

れ
は

病
と

称
し

て
其

日
の

出
仕

を
止

に
け

り

「
常

心
よ

り
佐

々
雅

楽
助

を
以

市
正

殿
へ

御
し

ら
せ

ハ
、

廿
三

日
四

ツ
時

分
ニ

て
可

有
と

存
候

」〔
14〕

①

2
市

正
か

家
の

子
郎

従
此

事
を

聞
て

我
先

に
と

物
の

具
し

て
ひ

し
め

き
あ

へ
り

城
中

に
も

此
由

を
聞

て
火

縄
に

火
を

付
て

只
今

事
出

来
へ

き
勢

に
そ

見
へ

け
る

「
其

内
市

正
殿

屋
敷

・
有

楽
の

屋
敷

ヘ
ハ

、
具

足
・

か
ふ

と
を

も
た

せ
、

只
今

事
出

来
候

様
子

ひ
し

め
き

申
候

、
修

理
・

内
蔵

助
・

長
門

守
な

と
ハ

屋
敷

ニ
か

ゝ
ミ

居
候

て
な

ん
き

致
候

由
後

ニ
承

候
」〔

8〕
①

3
今

木
源

右
衛

門
と

云
者

市
正

籠
居

し
て

諚
議

区
々

な
る

處
へ

参
り

是
は

如
何

騒
き

候
哉

と
申

け
れ

は
謗

人
の

申
す

處
を

御
許

容
有

て
切

腹
に

及
ふ

也
と

そ
答

ふ
「

何
事

に
御

座
候

哉
と

申
候

ヘ
ハ

、
今

日
身

を
可

有
成

敗
と

の
事

ニ
候

と
御

申
候

」〔
3〕

①

4
源

右
衛

門
承

り
三

軍
の

師
も

狐
疑

よ
り

破
る

と
申

事
の

候
加

様
の

時
人

を
疑

ひ
ぬ

れ
は

事
の

決
断

な
き

物
也

思
ひ

玉
ふ

處
を

残
ら

す
語

り
聞

せ
玉

へ
と

申
け

れ
は

市
正

曰
年

来
御

奉
公

の
由

を
以

我
か

心
中

の
趣

は
知

り
玉

ふ
へ

き
御

事
也

「
市

正
殿

前
へ

出
候

て
、

無
御

如
在

段
、

乍
推

参
、

殿
様

へ
一

応
申

上
見

可
申

候
、

御
心

中
御

残
シ

な
く

、
私

に
可

被
仰

聞
候

哉
と

申
候

ヘ
ハ

、
無

如
在

段
々

被
仰

候
〔

4〕
③

5
其

上
今

日
御

返
事

を
承

り
関

東
へ

下
り

候
へ

は
身

に
か

へ
さ

る
妻

子
跡

に
有

り
此

者
と

も
を

捨
て

置
我

か
年

よ
り

て
い

く
ほ

と
の

栄
を

頼
む

へ
き

家
の

衰
ふ

る
時

は
謗

人
栄

へ
て

忠
臣

滅
ふ

る
事

今
に

は
し

め
す

何
事

も
徒

ら
事

に
成

り
ぬ

る
こ

そ
無

念
さ

よ
と

そ
申

け
る

「
我

々
妻

子
は

何
と

可
仕

候
哉

と
市

正
殿

を
う

か
ゝ

い
我

等
に

御
と

い
に

、
我

等
申

候
ハ

、
別

々
に

ハ
し

ま
い

か
ね

可
申

候
、

此
方

へ
御

よ
ひ

候
て

御
一

所
に

可
然

候
哉

と
申

候
ヘ

ハ
、

市
殿

、
其

分
可

然
候

、
乍

去
今

少
待

候
へ

、
達

而
左

右
を

可
申

候
と

御
申

候
て

、
お

く
へ

御
入

候
」〔

16〕
③
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源
右

衛
門

承
り

私
存

計
を

一
つ

申
へ

し
今

城
中

の
門

八
つ

有
其

内
二

つ
こ

そ
有

楽
と

七
組

の
番

所
な

れ
其

外
は

皆
市

正
主

膳
請

取
な

れ
は

夜
の

間
に

市
正

城
中

へ
入

り
本

丸
を

固
め

西
の

御
丸

御
門

の
番

を
追

立
て

城
中

を
静

め
置

き
其

上
に

て
修

理
兄

弟
を

踏
殺

し
て

扨
て

秀
頼

無
御

隔
心

趣
を

関
東

へ
断

り
玉

ふ
へ

し
其

れ
に

も
関

東
の

機
嫌

宜
し

か
ら

す
は

機
微

を
密

に
し

て
兵

を
催

し
一

戦
を

以
て

雌
雄

を
決

し
玉

は
ゝ

是
後

代
の

名
誉

に
成

へ
し

と
云

へ
は

市
正

聞
て

其
計

更
に

難
叶

如
何

と
な

れ
は

我
れ

二
心

な
き

と
諸

人
の

知
る

へ
き

に
非

す
城

中
を

固
め

悪
逆

人
を

踏
み

殺
し

候
は

ゝ
先

主
君

の
御

心
に

叶
ふ

へ
し

其
上

謀
反

の
志

有
る

故
と

明
日

天
下

の
評

判
に

乗
す

へ
し

と
云

「
水

の
手

よ
り

市
正

殿
御

城
へ

御
上

り
候

て
、

城
を

御
持

堅
め

候
て

、
修

理
な

と
可

被
仰

付
事

候
、

此
通

市
殿

へ
申

度
よ

し
ニ

候
、

我
等

ニ
申

候
へ

と
の

事
ニ

候
間

」〔
15〕

③
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今
源

右
衛

門
承

り
爰

に
た

め
し

の
候

殷
の

大
甲

と
云

君
ハ

天
下

あ
る

し
成

り
し

か
賢

君
に

非
し

て
遊

宴
を

好
み

玉
へ

は
其

臣
下

に
伊

尹
と

云
も

の
大

甲
を

桐
と

云
處

へ
ひ

つ
そ

く
さ

せ
ま

い
ら

せ
て

伊
尹

天
下

の
政

を
し

け
り

大
甲

桐
に

有
る

事
三

年
に

し
て

仁
義

の
道

を
修

め
心

を
正

し
徳

を
明

か
に

し
玉

ふ
う

故
に

又
伊

尹
自

ら
御

迎
に

参
り

天
下

の
君

に
仰

き
奉

り
殷

の
世

永
く

伝
わ

れ
り

是
を

以
今

を
思

へ
は

一
端

君
の

心
に

叶
ひ

一
応

謗
を

受
け

玉
ふ

事
何

の
址

な
る

へ
き

や
市

正
聞

て
曰

其
れ

は
異

国
の

沙
汰

日
本

の
風

に
不

合
伊

尹
と

我
と

又
同

し
か

ら
す

只
切

腹
し

て
君

の
奉

公
に

当
へ

し
と

申
け

り
源

右
衛

門
聞

て
此

上
は

人
質

を
出

し
給

ふ
へ

し
や

と
市

正
聞

て
理

り
た

に
立

は
妻

子
を

人
質

に
進

上
す

へ
し

と
申

け
る

「
市

正
殿

前
へ

出
候

て
、

無
御

如
在

段
、

乍
推

参
、

殿
様

へ
一

応
申

上
見

可
申

候
、

御
心

中
御

残
シ

な
く

、
私

に
可

被
仰

聞
候

哉
と

申
候

ヘ
ハ

、
無

如
在

段
々

被
仰

候
、

そ
こ

に
て

人
質

を
御

出
可

被
成

候
哉

と
申

候
ヘ

ハ
、

中

〵
〳

出
し

可
申

と
被

仰
候

」〔
4〕

③
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人
質

を
出

し
玉

ふ
上

は
心

中
無

別
儀

と
秀

頼
公

の
御

前
に

参
り

市
場

正
か

無
如

在
趣

を
申

上
く

秀
頼

公
は

人
質

を
進

上
す

へ
き

と
云

處
を

聞
召

て
御

心
に

か
な

ひ
素

よ
り

市
正

に
対

し
て

如
在

を
不

思
召

有
様

を
天

に
誓

て
御

自
筆

に
て

御
書

を
遊

は
さ

れ
被

下
け

る
又

速
水

甲
斐

守
今

木
源

右
衛

門
を

以
て

市
正

へ
仰

け
る

は
亡

父
他

界
の

後
は

市
正

を
父

同
前

に
頼

ぬ
る

處
に

不
慮

の
雑

説
出

き
て

心
を

隔
て

侍
る

事
我

運
命

の
尽

る
處

な
り

無
如

在
心

を
を

被
存

前
誓

の
状

を
書

け
遣

し
け

る

毛
頭

市
正

二
心

あ
る

義
に

て
ハ

無
御

座
候

、
さ

〵
〳

へ
に

て
あ

し
く

御
耳

に
立

候
物

に
て

可
有

之
由

申
候

、
又

市
正

江
も

承
候

ヘ
ハ

、
人

質
を

出
シ

可
申

由
、

是
に

て
市

正
心

中
ハ

し
れ

申
候

、
御

手
廻

少
ニ

被
召

連
市

正
處

へ
被

成
御

座
、

御
頼

候
て

可
然

と
存

候
、

昔
信

長
様

お
と

な
む

ほ
ん

を
仕

候
時

か
様

に
被

成
た

る
由

承
及

候
、

其
上

市
正

ハ
人

し
ち

を
出

し
可

申
と

申
候

、
此

上
を

御
疑

可
被

成
事

に
て

ハ
無

御
座

か
と

申
上

候
ヘ

ハ
、

し
は

ら
く

御
思

案
有

て
、

さ
れ

と
も

市
正

心
中

し
れ

ぬ
事

に
候

、
又

何
と

し
た

ら
ハ

可
然

と
思

ふ
と

被
仰

候
、

此
上

ハ
只

今
御

せ
い

も
ん

に
て

候
間

、
其

旨
御

書
を

被
遣

、
市

正
心

中
御

き

〵
〳

成
候

、
尤

候
、

さ
ら

ハ
御

書
を

被
遣

候
と

被
仰

候
内

ニ
」〔

5〕
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全
謗

者
の

口
を

信
す

る
に

非
す

今
よ

り
後

も
古

に
か

は
ら

す
忠

節
を

可
思

と
の

仰
を

両
使

承
り

御
前

を
立

て
条

々
市

正
に

申
聞

せ
け

れ
は

感
涙

を
流

し
て

喜
ひ

太
閤

相
国

御
他

界
の

後
心

を
砕

き
身

を
や

つ
し

今
ま

て
恙

な
く

守
護

し
奉

る
謗

者
の

申
し

成
し

に
依

て
今

日
御

成
敗

あ
る

へ
き

旨
そ

の
聞

へ
候

の
處

に
御

誓
文

の
御

書
を

頂
戴

仕
其

上
御

両
使

を
以

条
々

被
仰

下
生

前
の

大
慶

申
す

る
に

余
り

有
り

此
上

に
く

と
く

御
理

り
を

可
申

に
も

非
す

猶
御

不
審

に
も

思
召

候
は

ゝ
一

人
の

具
足

を
人

質
に

進
上

可
申

是
某

か
偽

無
き

証
拠

と
思

召
候

へ
し

此
趣

を
宜

く
取

成
し

給
へ

と
申

け
り

「
市

正
殿

ゟ
返

事
に

ハ
、

少
も

御
如

在
を

不
存

通
、

段
々

申
ひ

ら
き

、
さ

て
御

せ
い

も
ん

状
冥

加
な

く
難

有
候

と
の

返
事

に
て

候
』〔

7〕
③
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両
使

城
中

へ
参

り
市

正
か

申
處

を
言

上
し

侍
り

ぬ
市

正
使

を
以

け
る

は
唯

今
申

上
る

趣
を

聞
召

上
ら

れ
候

は
ゝ

今
宵

の
中

に
有

楽
へ

籠
置

玉
ふ

御
人

数
を

除
さ

せ
玉

ふ
へ

し
我

等
處

に
籠

り
居

候
を

も
追

ひ
出

し
候

へ
し

と
言

上
す

れ
は

此
儀

尤
な

り
と

て
検

使
を

立
て

ゝ
両

方
の

人
数

を
一

度
に

引
払

て
ん

け
り

「
八

右
・

多
羅

尾
半

左
衛

門
は

せ
を

の
間

へ
参

候
而

、
甲

州
・

我
等

を
よ

ひ
、

只
今

御
両

人
へ

市
正

申
上

候
通

、
於

御
同

心
今

夜
の

内
ニ

有
楽

へ
こ

め
さ

せ
ら

れ
候

御
人

数
を

御
の

け
候

て
可

被
下

候
、

市
正

屋
敷

に
こ

も
り

候
者

共
皆

お
い

出
し

可
申

候
、

此
通

御
両

人
様

へ
得

御
意

候
へ

と
市

正
申

候
、

此
通

秀
頼

お
く

に
御

座
候

ニ
付

、
使

を
以

申
上

候
へ

、
秀

頼
の

耳
ヘ

ハ
た

て
す

御
ふ

く
ろ

よ
り

返
事

と
き

こ
へ

申
候

、
先

市
正

人
数

を
の

け
さ

せ
、

其
後

有
楽

處
の

人
数

を
も

の
け

候
へ

と
仰

出
候

、
甲

州
あ

た
ま

を
か

き
な

か
ら

、
か

や
う

な
る

で
ハ

何
も

な
ら

ぬ
事

ニ
候

、
我

等
申

候
ハ

、
か

し
こ

ま
り

た
と

被
仰

候
て

一
度

に
御

の
け

可
有

候
、

尤
候

、
さ

て
も

其
通

お
く

へ
も

申
、

市
殿

へ
も

返
事

可
申

候
、

此
分

ニ
相

済
」〔

11〕
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修
理

長
門

内
蔵

助
な

と
は

秀
頼

公
と

市
正

と
和

睦
の

由
を

聞
て

憤
け

る
か

九
月

廿
五

日
の

早
旦

に
三

人
の

者
と

も
物

の
具

し
て

諸
牢

人
を

引
率

し
本

丸
へ

参
り

御
門

を
打

て
市

正
か

番
の

者
と

も
を

追
立

秀
頼

公
へ

も
伺

は
す

し
て

市
正

を
攻

ん
と

ひ
し

め
き

け
る

市
正

か
郎

等
と

も
取

物
も

取
り

敢
へ

す
又

馳
集

り
行

伍
を

定
め

火
縄

に
火

を
付

て
静

り
返

つ
て

今
や

〵
〳
と

待
居

た
り

市
正

下
知

し
て

曰
く

逆
徒

来
り

候
は

ゝ
御

城
に

向
て

鉄
炮

を
放

す
へ

か
ら

す
屏

を
乗

る
者

を
切

て
落

し
好

き
時

分
を

見
合

て
一

度
も

二
度

も
衝

て
出

て
死

に
狂

ひ
せ

よ
弓

箭
取

る
身

に
生

れ
て

は
名

こ
そ

惜
し

く
候

へ
と

云
て

舎
弟

主
膳

正
と

さ
い

ご
の

酒
も

り
し

て
山

の
動

せ
さ

る
か

如
に

し
て

そ
居

た
り

け
る

市
正

は
志

津
ヶ

嶽
七

本
鑓

の
其

一
人

な
れ

は
数

度
の

勇
功

有
者

に
て

皆
人

其
威

に
や

恐
け

ん
左

右
な

く
城

中
よ

り
も

手
を

出
さ

す
三

日
三

夜
か

聞
互

に
気

を
呑

て
そ

居
た

り
け

る

「
廿

六
日

修
理

諸
牢

人
を

召
連

、
御

城
へ

た
て

こ
も

り
候

而
市

殿
を

可
打

果
用

意
ニ

候
、

我
等

義
ハ

市
正

殿
寄

親
、

又
ハ

と
か

も
な

き
人

を
り

ふ
し

ん
成

義
と

存
候

、
又

ハ
人

の
お

ち
め

を
ハ

主
を

捨
て

も
見

つ
き

候
事

、
侍

の
な

ら
い

の
由

聞
及

候
ゆ

へ
、

市
殿

屋
敷

へ
具

足
を

着
、

上
に

き
る

物
き

て
市

正
殿

前
へ

出
申

候
、

主
膳

殿
ハ

北
の

障
子

わ
き

ニ
御

入
候

、
我

等
ハ

南
の

方
に

む
か

い
あ

い
居

申
候

、
市

殿
ハ

も
ん

所
の

あ
る

き
る

物
う

ハ
か

け
て

今
に

御
入

候
、

け
い

に
と

申
ひ

く
に

、
ほ

ん
ニ

わ
り

か
ゆ

を
す

ゑ
て

、
あ

ハ
た

ゝ
し

く
も

ち
て

参
候

ヘ
ハ

、
市

殿
御

し
か

り
候

て
、

六
左

衛
門

に
御

申
付

候
て

、
か

ゆ
を

せ
ん

に
す

ゑ
て

出
し

、
さ

て
酒

出
申

候
、

ゆ
る

〵
〳

と
御

咄
候

而
、

か
う

ら
い

の
事

、
又

丹
後

に
て

急
な

る
や

う
申

候
へ

共
、

ふ
ろ

を
た

か
せ

て
入

候
、

主
膳

、
丹

後
に

て
の

事
ハ

し
り

可
申

候
と

御
物

か
た

り
ニ

候
、

其
内

大
橋

善
左

衛
門

御
城

よ
り

人
数

可
出

て
い

に
御

座
候

と
申

来
候

、
我

等
申

候
ハ

、
お

く
の

御
し

ま
い

を
も

被
仰

付
可

然
と

申
候

ヘ
ハ

、
酒

を
と

り
申

候
九

左
衛

門
子

森
四

郎
の

し
や

く
を

取
候

か
と

存
候

、
主

膳
殿

我
等

に
御

申
候

ハ
、

我
々

妻
子

は
何

と
可

仕
候

哉
と

市
正

殿
を

う
か

ゝ
い

我
等

に
御

と
い

に
、

我
等

申
候

ハ
、

別
々

に
ハ

し
ま

い
か

ね
可

申
候

、
此

方
へ

御
よ

ひ
候

て
御

一
所

に
可

然
候

哉
と

申
候

ヘ
ハ

、
市

殿
、

其
分

可
然

候
、

乍
去

今
少

待
候

へ
、

重
而

左
右

を
可

申
候

と
御

申
候

て
、

お
く

へ
御

入
候

、
其

時
ハ

あ
し

は
や

に
お

く
へ

御
入

候
様

ニ
覚

申
候

、
居

間
に

て
ハ

い
か

に
も

ゆ
る

〵
〳

と
し

た
る

て
い

に
て

候
、

其
ゆ

へ
屋

敷
中

さ
ん

こ
静

り
て

御
入

候
」〔

16〕

②



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

八
三

12

廿
八

日
に

七
人

の
組

頭
速

水
甲

斐
守

家
に

集
て

申
し

け
る

は
さ

い
せ

ん
市

正
無

如
在

通
り

理
り

を
尽

て
申

け
る

猶
疑

し
く

思
召

如
此

有
へ

き
事

に
非

す
天

下
を

御
争

事
の

始
め

に
理

不
尽

沙
汰

候
へ

は
皆

人
上

を
疑

い
て

身
方

に
与

す
る

も
の

無
習

と
承

候
市

正
を

不
審

に
思

召
候

は
ゝ

人
質

を
乞

て
御

ら
ん

候
へ

し
と

申
け

れ
は

よ
き

に
計

ひ
候

へ
と

御
諚

也
七

人
よ

り
人

質
の

事
を

申
遣

は
し

け
れ

は
市

正
方

よ
り

最
前

御
使

に
如

申
今

以
無

相
違

と
て

即
一

子
出

雲
守

を
人

質
に

出
し

け
る

此
上

は
市

正
か

心
中

無
疑

と
て

時
を

移
さ

す
人

質
を

返
し

給
ひ

け
る

「
七

人
の

衆
被

申
候

ハ
、

最
前

あ
つ

か
い

済
ニ

市
殿

無
如

在
段

相
済

候
處

ニ
、

又
如

此
の

仕
合

可
有

義
ニ

あ
ら

す
候

と
御

城
へ

申
上

候
ヘ

ハ
、
御

同
心

ニ
候

、
左

様
に

候
者

、
最

前
筋

目
に

今
日

人
質

を
御

出
し

可
有

候
哉

と
の

事
候

、
市

殿
御

聞
候

て
、

出
雲

殿
を

甲
州

屋
敷

へ
被

遣
候

、
則

御
城

へ
御

意
を

得
、

出
雲

殿
を

返
し

申
候

」〔
19〕

①

13

修
理

長
門

守
内

蔵
助

申
し

け
る

は
市

正
か

無
如

在
事

無
疑

と
い

へ
と

も
其

身
一

分
甲

斐

〵
〳

敷
者

に
て

小
気

な
る

者
に

て
候

へ
は

大
義

を
可

催
事

思
ひ

も
寄

ら
ぬ

事
也

其
身

無
如

在
通

り
理

り
有

る
や

う
に

候
へ

は
先

一
旦

寺
住

居
を

さ
せ

其
後

は
又

呼
返

し
玉

ふ
時

分
も

有
へ

し
此

儀
如

何
有

ら
ん

と
評

議
区

々
也

無
如

在
理

は
立

な
か

ら
何

事
に

付
て

も
御

心
隔

た
り

て
そ

見
へ

け
る

母
北

方
の

御
心

に
も

常
に

御
心

よ
か

ら
す

思
召

玉
ふ

故
に

秀
頼

公
に

内
々

能
も

仰
せ

ら
れ

さ
り

し
か

は
先

一
旦

寺
住

居
せ

よ
や

か
て

呼
返

し
候

へ
し

と
そ

仰
遣

は
さ

れ
け

る
御

諚
承

り
て

十
月

朔
日

に
茨

木
の

城
へ

そ
行

た
り

け
る

市
正

立
退

け
れ

は
三

人
の

者
と

も
は

大
息

を
つ

き
安

堵
し

た
り

と
云

へ
と

も
大

坂
中

は
腰

の
抜

け
た

る
心

地
し

て
上

下
騒

き
舟

に
物

つ
み

伏
見

を
指

て
上

る
も

有
り

妻
子

を
連

れ
て

堺
の

来
た

も
有

右
往

左
往

に
覆

返
し

け
れ

は
秀

頼
公

よ
り

口
々

に
番

を
居

へ
法

度
を

き
ひ

し
く

置
玉

ふ
無

程
静

ま
り

て
其

家
々

に
帰

り
け

り

「
廿

七
日

か
わ

す
れ

申
候

、
市

正
殿

無
如

在
段

聞
召

と
ゝ

け
候

へ
共

、
今

度
御

城
下

へ
人

数
を

入
候

段
き

こ
へ

ぬ
と

被
思

召
候

ハ
ん

、
一

端
寺

住
居

を
可

仕
候

、
以

来
ハ

　
殿

様
御

息
女

候
間

、
出

雲
殿

に
可

被
遣

と
の

御
意

候
事

」〔
20〕

①
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七日合戦之事

〔『豊内記』下〕

大
坂

勢
の

中
よ

り
白

き
角

取
紙

の
指

物
指

た
る

武
者

一
人

天
王

寺
と

茶
磨

山
の

間
阿

倍
野

海
道

筋
よ

り
眞

先
に

掛
て

進
み

け
る

又
毛

利
豊

前
守

か
先

手
に

備
た

る
福

島
伊

予
守

同
兵

部
少

輔
豊

前
か

勢
と

一
に

成
て

一
度

に
掛

り
合

け
れ

は
黒

煙
立

て
互

に
入

乱
追

つ
ま

く
つ

ゝ
戦

け
る

か
出

雲
守

信
濃

守
は

討
れ

「
七

日
之

午
刻

ニ
敵

味
方

七
・

八
町

を
隔

て
人

数
を

立
な

ら
へ

候
、

敵
よ

り
三

人
の

り
出

し
参

候
、

我
等

白
き

す
ミ

と
り

紙
の

さ
し

物
を

さ
し

む
き

、
畠

を
す

ち
か

へ
に

あ
へ

の
海

道
筋

一
人

鑓
を

と
り

出
申

候
、

敵
一

人
さ

き
へ

進
出

来
候

を
、

鑓
に

て
つ

き
伏

、
首

を
と

り
申

候
、

鑓
し

を
く

び
ゟ

お
れ

申
候

、
其

時
真

田
新

参
ニ

徳
岡

十
右

衛
門

と
申

者
つ

ゝ
き

て
参

候
、

其
う

ち
ニ

四
方

ゟ
く

ろ
煙

た
ち

候
て

、
其

後
を

も
不

存
候

、
此

処
に

て
本

多
出

雲
殿

・
小

笠
原

殿
な

と
打

死
と

き
こ

へ
申

候
」〔

27〕
②
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秀頼公出馬之事

〔『豊内記』下〕

秀
頼

公
は

天
王

寺
表

へ
出

陣
有

て
為

一
戦

打
死

せ
ん

と
宣

ひ
て

桜
の

門
よ

り
出

御
有

け
り

修
理

亮
御

前
に

参
り

御
出

馬
の

事
最

前
真

田
に

筈
を

と
り

て
候

先
某

罷
向

示
合

て
可

参
と

言
け

れ
は

然
は

急
其

首
尾

聞
と

仰
有

て
床

几
に

倚
て

桜
の

門
に

待
居

玉
ふ

「
五

月
七

日
ノ

巳
刻

ニ
、

寺
尾

勝
右

衛
門

、
先

手
真

田
処

�使
参

、
敵

合
ち

か
く

成
候

間
、

合
戦

始
申

度
候

由
申

来
候

、
秀

頼
ハ

装
束

之
間

ニ
御

入
候

て
、

修
理

を
よ

へ
と

被
仰

候
、

修
理

参
候

ヘ
ハ

、
右

之
段

御
談

合
ニ

候
、

修
理

申
候

ハ
、

さ
い

せ
む

も
堅

申
合

候
御

馬
出

候
を

相
図

ニ
仕

合
戦

は
し

め
候

へ
と

の
事

候
、

今
以

其
段

可
然

と
申

候
」〔

24〕
①
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秀頼公生害之事〔『豊内記』下〕

今
木

源
衛

門
尉

は
浅

井
家

の
者

成
し

秀
頼

か
公

の
御

前
に

参
世

は
今

を
限

と
思

召
切

候
へ

し
南

表
の

合
戦

御
方

の
軍

兵
手

を
く

た
き

て
候

得
と

も
多

勢
に

無
勢

不
叶

し
て

敵
早

大
手

を
攻

破
り

二
の

丸
へ

入
渡

り
て

候
恐

あ
る

申
事

に
て

候
へ

共
只

今
の

御
さ

い
は

ん
悪

ふ
候

は
御

名
を

後
代

に
下

し
給

ふ
へ

し
弓

馬
の

家
に

生
れ

て
は

大
事

に
居

た
り

て
心

を
不

動
義

理
を

守
て

死
を

不
厭

是
又

武
家

の
習

な
り

増
て

君
は

太
閤

相
国

の
正

統
高

麗
唐

ま
て

も
御

名
を

称
嘆

せ
す

と
云

事
な

し
人

間
五

十
年

只
是

夢
幻

の
間

生
を

受
た

る
者

一
度

は
不

滅
と

云
事

な
し

今
日

心
清

く
御

切
腹

を
遊

は
し

て
候

は
ゝ

高
名

天
地

と
共

に
尽

へ
し

御
世

に
在

す
御

時
は

御
恩

も
さ

の
み

不
蒙

御
情

な
ふ

は
候

へ
と

も
此

節
に

望
て

不
足

を
存

も
義

に
あ

ら
す

今
日

初
度

の
合

戦
に

陣
頭

に
進

み
出

身
に

叶
ふ

計
の

働
を

仕
て

候
只

今
も

御
先

を
可

仕
候

と
申

秀
頼

公
御

覧
し

て
我

此
時

に
心

後
れ

づ
か

い
を

ぬ
か

し
候

は
ゝ

死
後

の
悪

名
疑

な
し

抑
此

事
催

し
立

て
し

始
よ

り
思

ひ
儲

て
有

間
今

更
心

を
動

す
へ

き
に

非
す

母
公

の
事

心
元

な
し

何
時

は
急

き
奥

へ
参

殿
守

を
こ

し
ら

へ
よ

母
諸

共
に

切
腹

す
へ

し
と

宣
へ

は
源

右
衛

門
は

仰
に

随
ひ

殿
守

を
開

き
焼

草
を

籠
て

御
生

害
の

用
意

し
て

け
り

「
敵

も
未

か
ゝ

ら
ぬ

内
に

諸
崩

致
候

、
我

等
ハ

御
使

に
参

、
又

ハ
手

に
あ

い
申

候
、

秀
頼

生
害

之
事

無
心

元
存

候
て

御
城

へ
参

候
ヘ

ハ
、

城
中

人
す

く
な

く
成

り
て

　
秀

頼
ハ

お
く

と
お

も
て

の
間

に
御

入
候

、
御

そ
は

に
修

理
一

人
小

々
姓

共
少

し
相

見
申

候
、

天
王

寺
表

之
様

子
見

及
候

段
、

又
味

方
敗

軍
之

様
子

申
上

候
て

、
さ

て
御

生
害

ハ
何

方
に

て
可

被
遊

候
哉

と
申

候
ヘ

ハ
、

殿
守

を
用

意
仕

候
へ

と
被

仰
候

、
則

修
理

も
御

共
い

た
し

、
お

く
へ

参
候

、
我

等
も

致
御

供
候

、
扨

奥
へ

参
、

鉄
炮

の
薬

ハ
何

方
ニ

御
座

候
と

申
候

ヘ
ハ

、
た

け
へ

助
十

郎
に

と
へ

と
被

仰
候

、
助

十
郎

ニ
問

候
て

、
鉄

炮
薬

二
人

に
為

持
、

殿
守

へ
あ

か
り

、
御

生
害

の
所

に
た

ゝ
ミ

を
か

さ
ね

て
敷

申
候

而
、

薬
を

其
処

ニ
お

き
申

候
、

其
所

へ
頓

阿
弥

樽
を

も
ち

て
参

御
意

之
由

申
候

」〔
29〕

③

17
源

右
衛

門
尉

御
前

に
畏

り
殿

守
を

用
意

仕
て

候
と

申
す

永
翁

を
召

て
諸

道
具

不
残

殿
守

へ
上

け
焼

草
に

せ
よ

と
仰

有
て

母
公

の
前

へ
居

寄
ら

せ
給

ひ
御

一
所

に
殿

守
へ

上
り

「
下

へ
さ

か
り

、
秀

頼
之

御
前

ニ
参

、
殿

守
を

用
意

仕
候

と
申

上
、

火
縄

に
火

を
付

、
持

参
仕

、
殿

守
へ

致
御

供
候

」〔
30〕

①

18

大
野

修
理

亮
御

跡
よ

り
殿

守
へ

参
り

私
の

郎
等

天
王

寺
よ

り
昄

り
可

参
候

始
は

御
方

敗
軍

仕
り

て
候

へ
�

と
も

も
り

返
し

利
を

得
た

る
由

を
申

す
聞

召
合

て
可

然
存

候
と

言
ひ

け
る

御
供

の
人

々
承

り
敵

早
城

中
へ

攻
入

千
帖

敷
山

里
に

も
火

を
掛

た
り

何
の

吉
事

の
候

へ
き

や
加

様
の

つ
か

い
延

て
名

将
の

御
名

に
疵

か
つ

く
物

な
り

唯
急

殿
守

へ
上

り
給

と
御

使
有

け
る

速
水

甲
斐

守
御

前
に

畏
り

合
戦

の
習

先
陣

破
て

後
陣

に
て

も
り

返
す

は
毎

度
の

事
也

先
聞

召
合

さ
れ

宜
か

り
な

ん
と

申
す

兔
や

有
ん

角
や

せ
ん

と
評

義
暫

区
也

然
共

甲
斐

守
古

老
の

者
に

て
申

事
な

れ
は

皆
人

此
義

に
同

し
て

殿
主

を
下

へ
を

り
玉

ふ

修
理

あ
と

ゟ
参

、
偽

を
申

候
て

と
め

申
候

、
我

等
申

候
ハ

、
加

様
の

時
の

び
候

ヘ
ハ

、
恥

を
御

か
き

候
も

の
ニ

候
、

合
戦

の
も

り
返

し
候

事
ハ

偽
に

て
御

座
候

、
は

や
千

帖
敷

に
も

火
か

ゝ
り

申
候

と
申

候
ヘ

共
、

甲
州

・
修

理
達

而
申

候
て

下
の

矢
倉

へ
御

供
い

た
し

候
、

是
ハ

秀
頼

の
名

ニ
き

つ
の

つ
か

ぬ
や

う
に

仕
度

一
念

斗
候

」〔
31〕

①

19
母

公
は

早
東

の
矢

倉
へ

入
給

ふ
秀

頼
公

は
月

見
の

矢
倉

下
よ

り
敵

の
寄

た
る

様
を

御
覧

有
け

り
程

な
く

猛
火

四
方

よ
り

競
ひ

来
れ

り
其

時
は

宗
夢

彼
是

二
三

人
な

ら
て

は
御

供
に

候
は

す
渡

邉
内

蔵
助

御
前

に
参

り
て

昨
日

手
を

負
御

供
に

た
え

か
た

う
候

と
て

腹
掻

切
て

伏
け

れ
は

「
御

袋
ハ

は
や

さ
き

へ
御

下
候

、
秀

頼
ハ

月
見

の
矢

倉
の

下
よ

り
さ

ま
を

御
の

そ
き

被
成

候
ヘ

ハ
、

市
正

殿
へ

参
候

坂
の

と
う

り
へ

敵
つ

き
候

躰
に

相
見

申
候

、
其

處
に

て
内

蔵
助

切
腹

い
た

し
候

、
渡

邉
長

左
衛

門
介

錯
仕

候
か

と
存

候
」〔

32〕
①

20
母

の
正

永
是

を
見

て
我

を
か

い
し

や
く

し
て

給
れ

と
申

け
れ

は
源

右
衛

門
尉

頸
を

切
て

け
り

御
茶

と
申

老
女

あ
い

と
申

侍
女

あ
や

せ
な

と
も

同
し

道
に

な
し

て
た

へ
と

云
し

か
は

皆
一

々
に

害
し

け
り

煙
に

む
せ

候
て

我
等

ハ
内

へ
は

い
り

候
ヘ

ハ
、

正
永

、
介

錯
し

て
く

れ
候

へ
と

申
候

間
、

介
錯

致
候

、
御

ち
や

あ
又

あ
い

又
比

丘
尼

三
人

か
い

し
や

く
い

た
し

候
、

是
か

手
か

ら
に

成
候

ニ
て

ハ
無

之
候

へ
共

、
此

時
ニ

ハ
皆

々
う

ろ
た

へ
、

も
の

を
申

者
も

無
之

候
〔

33〕
①

『
豊

内
記

』（『
改

定
史

籍
集

覧
第

十
三

（
別

記
類

）』
収

録
）

お
よ

び
「

浅
井

一
政

自
記

」（
前

田
育

徳
会

尊
経

閣
文

庫
）

よ
り

作
成

。「
浅

井
一

政
自

記
」

の
該

当
箇

所
に

お
け

る
〔

ロ
ー

マ
数

字
〕

は
「

浅
井

一
政

自
記

」
の

箇
条

番
号

を
示

し
て

い
る

。
「

改
変

」
に

つ
い

て
は

、
①

「
浅

井
一

政
自

記
」

の
語

句
を

言
い

換
え

た
り

、
補

足
説

明
を

加
え

て
い

る
、

②
「

浅
井

一
政

自
記

」
の

記
述

を
一

部
省

略
、

③
登

場
人

物
の

発
言

に
脚

色
を

加
え

て
い

る
、

に
そ

れ
ぞ

れ
分

類
し

た
。
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に
お
け
る
、
秀
頼
が
自
害
を
決
意
す
る
場
面
で
あ
る
。「
浅
井
一
政
自
記
」
で
は
こ
の
場
面
を
、
一
政
に
よ
る
「
さ
て
御
生
害
ハ
何
方
に
て
可
被
遊
候

哉
」
の
問
い
掛
け
と
、
秀
頼
に
よ
る
「
殿
守
を
用
意
仕
候
へ
」
と
の
応
答
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、『
豊
内
記
』
で
は
、「
弓
馬
の
家
に
生
れ
て

は
大
事
に
居
た
り
て
心
を
不
動
、
義
理
を
守
て
、
死
を
不
厭
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
将
と
し
て
の
心
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
長
文
の
問
答
が
差
し
挟
ま

れ
て
い
る
。
右
に
み
る
よ
う
な
、
大
幅
な
脚
色
が
施
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
参
照
す
れ
ば
、
文
中
藤
原
惺
窩
や
林
羅
山
を
高
く
評
価
す

る
な
ど
、『
豊
内
記
』
の
記
述
に
は
、
一
貫
し
て
儒
教
思
想
が
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
『
豊
内
記
』
で
は
過
去
の
為
政
者
た
ち
の
論
評
を
通
じ

て
、
読
み
手
に
、
理
想
の
政
道
を
教
え
諭
す
こ
と
が
執
筆
目
的
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る）

8
（

。
こ
う
し
た
目
的
に
沿
っ
て
、「
浅
井
一
政
自

記
」
の
記
述
に
脚
色
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
豊
内
記
』
は
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
く
、
儒
教
思
想
に
則
っ
た
政
道
論
を
教
示
す
る
と
い
う
方
針
の
元
に
編
集
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点

で
『
豊
内
記
』
は
少
な
か
ら
ず
脚
色
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
の
「
浅
井
一
政
自
記
」
に
つ
い
て
も
、
戦
功
覚
書
と
い
う
史
料
の
性
格
上
、
一
政
の
活
躍
が
必
要

以
上
に
誇
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
史
料
批
判
は
欠
か
せ
な
い
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
本
史
料
が
『
難
波
戦
記
』、
さ
ら
に
は
『
豊
内
記
』
の
原
典
の
一
つ
と

確
定
し
た
こ
と
で
、
今
後
、
脚
色
の
少
な
い
、
よ
り
良
質
な
史
料
か
ら
豊
臣
家
の
内
情
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
当
該
時
期
の
豊
臣
家
中
を
描
い
た
史

料
と
し
て
は
他
に
類
書
が
な
く
、
そ
の
点
で
も
貴
重
な
史
料
と
言
え
る
だ
ろ
う）

9
（

。

第
二
章　
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
作
者
来
歴
と
作
成
年
代

　
「
浅
井
一
政
自
記
」
は
、
こ
れ
ま
で
学
界
未
紹
介
の
新
出
史
料
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
各
書
で
翻
刻
が
な
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
た
と
え
ば
櫻
井
成
廣
は
、

大
坂
城
本
丸
御
殿
の
復
元
の
考
察
す
る
際
に
当
該
史
料
を
参
照
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
藤
田
実
は
そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
「「
浅
井
一
政
自
記
」
は
大
坂
の

陣
を
回
顧
し
た
記
録
で
あ
る
。
前
田
家
所
蔵
と
言
う
伝
来
の
経
緯
か
ら
、
お
お
む
ね
信
頼
で
き
る
史
料
と
考
え
ら
れ
る
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
一
部

研
究
者
の
間
で
は
信
憑
性
の
高
い
史
料
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
た
だ
し
、
作
者
で
あ
る
浅
井
一
政
の
来
歴
や
作
成
年
代
な
ど
が
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
と
り
わ
け
政
治
史
の
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
は
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
内

容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
浅
井
一
政
の
来
歴
と
、
当
該
史
料
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
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ま
ず
、
一
政
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
『
豊
内
記
』
で
は
、「
今
木
源
衛
門
尉
は
浅
井
家
の
者
成
し
」
と
、
ご
く
簡
単
に
記
し
て
い
る
が
、
加
賀
藩

士
の
来
歴
と
家
系
を
記
し
た
『
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳）

（1
（

』
に
拠
れ
ば
、
一
政
の
祖
父
掃
部
定
政
は
近
江
浅
井
氏
の
一
族
で
あ
り
、
本
家
嫡
流
の
浅
井
亮
政
の
娘

と
縁
組
し
、
後
に
采
女
定
政
と
な
る
一
男
（
一
政
の
父
）
を
も
う
け
た
（
系
図
参
照
）。
し
か
し
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
八
月
に
浅
井
本
家
が
織
田
信
長

の
猛
攻
で
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
定
政
一
家
は
越
前
国
敦
賀
へ
逃
亡
し
た
と
さ
れ
る
。
一
政
自
身
の
生
年
・
前
半
生
は
不
明
な
が

ら
、
秀
頼
の
代
に
豊
臣
家
に
仕
官
し
、
重
臣
の
片
桐
且
元
の
麾
下
に
所
属
し
た
。
た
だ
し
、
秀
頼
の
父
で
あ
る
秀
吉
が
、
そ
の
滅
亡
に
加
担
し
た
「
浅
井
」
を

名
乗
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
の
か）

（1
（

、
豊
臣
家
中
で
は
「
今こ

ん
ぼ
く木

」
を
名
乗
っ
て
い
た
と
言
う）

（1
（

。

　

加
賀
浅
井
家
の
よ
う
に
、
浅
井
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
家
は
多
い
が
、
各
々
の
主
張
通
り
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
の
か
確
証
を
得
る
の
は
難
し

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
加
賀
浅
井
家
が
浅
井
の
血
統
で
あ
る
と
言
う
の
は
比
較
的
信
憑
性
が
高
い
話
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
浅
井
三
代

（
亮
政
・
久
政
・
長
政
）
の
菩
提
寺
で
あ
る
長
浜
徳
勝
寺
に
は
、
亮
政
と
そ
の
夫
人
・
蔵
屋
の
木
像
が
伝
来
し
て
お
り
、
旧
厨
子
裏
書
に
は
、
こ
の
像
は
東
福

門
院
（
一
六
〇
七
～
一
六
七
八
）
の
元
で
上
臈
女
房
の
頭
と
し
て
仕
え
た
「
対
馬
局
」（
一
政
の
妹）

（1
（

）
が
、
京
都
の
仏
師
に
制
作
さ
せ
持
仏
堂
に
安
置
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
う
。「
対
馬
局
」
没
後
は
加
賀
の
浅
井
政
右
衛
門
（
一
政
の
嫡
男
）
に
送
ら
れ
、
そ
の
後
徳
勝
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
伝
わ
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
加

賀
浅
井
家
と
亮
政
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
政
は
、
豊
臣
家
中
に
お
い
て
高
位
高
官
の
地
位
に
は
な
い
に
も

関
わ
ら
ず）

（1
（

、「
浅
井
一
政
自
記
」
に
拠
れ
ば
、
秀
頼
と
は
直
接
対
面
す
る
仲
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
且
元
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
相
談
を
持

ち
掛
け
ら
れ
る
な
ど
、
信
頼
を
得
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
が
成
り
立
ち
得
た
の
は
、
ひ
と
え
に
浅
井
の
血
統
に
拠
る
も
の
と
考

え
ら
れ
よ
う）

（1
（

。

　

大
坂
落
城
後
一
政
は
、
牢
人
と
し
て
暫
く
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
の
間
の
生
活
資
金
に
つ
い
て
は
、
大
和
国
竜
田
二
代
藩
主
の
片
桐
孝
利
か
ら
、
旧
恩

（
一
政
が
孝
利
の
父
且
元
の
た
め
豊
臣
家
と
の
交
渉
役
を
担
っ
て
く
れ
た
こ
と
）
に
報
い
る
た
め
と
し
て
、
合
力
米
五
〇
〇
石
が
仕
送
り
さ
れ
て
お
り
、
一
政

は
牢
人
な
が
ら
比
較
的
裕
福
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。
と
は
言
え
、
い
つ
ま
で
も
片
桐
家
の
援
助
だ
け
に
頼
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
大
坂
落
人
同
士
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
し
て
、
大
名
家
へ
の
仕
官
を
模
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
元
和
年
中
に
加
賀
二
代
藩
主
前
田
利
常
に
一
〇

〇
〇
石
で
召
し
抱
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
一
政
は
再
び
「
浅
井
」
と
改
称
し
、
利
常
が
隠
居
し
た
後
も
、
三
代
光
高
に
継
続
し
て
仕
え
た
。
と
り
わ
け
光
高
は
一
政
の
こ
と
を
懇
意
に
し
て
い
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浅井一政をめぐる人々系図

長浜市長浜城歴史博物館編『戦国大名浅井氏と北近江  浅井三代から三姉妹へ』（サンライズ出版、二〇〇八年） 
一六六～一六七頁収録の系図に一部加筆修正。
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茶
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台
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（？）
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た
よ
う
で
、
三
百
石
加
増
の
上
、
御
側
御
用
を
命
じ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
四
月
五
日
に
光
高
が
急
死
す
る
に
伴
い
、
一
政
は
こ
れ
を

悼
ん
で
同
月
中
に
殉
死
を
遂
げ
て
い
る）

1（
（

。
一
政
の
遺
骸
は
光
高
と
同
じ
金
龍
院
天
徳
院
（
石
川
県
金
沢
市
小
立
野
）
に
葬
ら
れ
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
前
田
家

歴
代
の
野
田
山
墓
地
（
石
川
県
金
沢
市
山
科
町
）
に
改
葬
さ
れ
た
と
言
う）

11
（

。
以
上
浅
井
一
政
の
来
歴
に
つ
い
て
、
加
賀
藩
関
係
史
料
を
元
に
そ
の
概
要
を
ま
と

め
た
。

　

そ
れ
で
は
い
つ
一
政
は
こ
の
覚
書
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
政
が
元
和
年
中
に
加
賀
藩
に
仕
官
す
る
際
、
戦
功
証
明
と
し
て
加
賀
藩
当
局
に
こ
の
覚

書
を
提
出
し
た
可
能
性
が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
が
、
加
賀
藩
で
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
行
わ
れ
た
大
坂
の
陣
に
お
け
る
論
功
行
賞
の
不
備
を
正
す
た

め
、
戦
功
覚
書
は
そ
の
後
も
複
数
回
提
出
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
直
ち
に
断
定
は
出
来
な
い）

11
（

。
一
方
、
藤
田
実
は
、
一
政
の
子
孫
が
作
成
し
た

可
能
性
も
踏
ま
え
て
か
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
成
立
年
代
を
、
前
田
利
常
の
死
没
す
る
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
以
前
と
大
ま
か
に
想
定
し
て
い
る
が）

11
（

、
こ

れ
だ
と
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
典
拠
に
創
作
さ
れ
た
『
豊
内
記
』
や
『
難
波
戦
記
』
と
成
立
年
代
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
今
少
し
絞
り

込
み
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
参
照
す
る
と
、〔
28
〕
条
に
、
成
立
年
代
の
決
め
手
と
な
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に

〔
28
〕
に
お
い
て
一
政
は
、
自
分
の
戦
功
を
証
言
し
て
く
れ
る
証
人
の
名
前
を
具
体
的
に
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
内
の
一
人
で
あ
る
山
口
勘
右
衛
門
は
現
在
（「
浅

井
一
政
自
記
」
執
筆
時
）、「
稲
葉
丹
後
守
」
の
家
中
に
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
稲
葉
丹
後
守
」
は
、
下
野
国
真
岡
二
代
藩
主
で
あ
っ
た
稲
葉
正
勝
（
一
五
九
七

～
一
六
三
四
）
が
該
当
す
る
。
正
勝
は
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
八
月
に
「
丹
後
守
」
に
任
官
し
、
そ
の
後
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
正
月
に
亡
く
な
る
の

で
、『
浅
井
一
政
時
記
』
は
、
こ
の
期
間
に
成
立
し
た
も
の
と
比
定
出
来
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
岡
嶋
大
峰
の
研
究
を
参
照
す
れ
ば
、
加
賀
藩
で
は
、
大
坂
の
陣
を
含

む
過
去
の
戦
役
に
つ
い
て
の
下
問
や
書
上
提
出
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
二
）
ま
で
続
く
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
成
立
時

期
の
下
限
を
さ
ら
に
限
定
出
来
よ
う）

11
（

。
こ
う
し
て
浅
井
一
政
の
来
歴
お
よ
び
当
該
史
料
の
作
成
年
代
の
詳
細
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
章
か
ら
い
よ
い
よ
本
文

の
検
討
に
入
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
章　
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
内
容
の
検
討

　
「
浅
井
一
政
自
記
」
は
縦
二
十
八
・
六
㎝
・
横
二
十
一
・
七
㎝
の
竪
帳
で
、
現
在
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
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大
坂
の
陣
全
体
を
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
一
政
自
身
が
深
く
関
わ
っ
た
事
績
を
中
心
に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
（
表
２
参
照
）。
全
部
で
三
十
五
箇
条

の
本
文
と
、
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
短
文
の
五
箇
条
（
本
文
要
旨
）
が
あ
り
、
お
お
よ
そ
時
系
列
に
そ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
て
、
①
慶
長
十
九
年
九

月
二
十
三
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
片
桐
且
元
の
屋
敷
へ
の
立
籠
り
か
ら
大
坂
城
退
去
ま
で
、
②
元
和
元
年
五
月
七
日
に
お
け
る
大
坂
夏
の
陣
か
ら

大
坂
落
城
直
前
ま
で
、
③
同
年
五
月
八
日
に
お
け
る
常
高
院
へ
の
使
者
と
し
て
の
働
き
、
の
三
つ
に
大
別
出
来
る
。

　

以
下
で
は
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
各
条
項
の
概
要
を
示
し
つ
つ
、
豊
臣
家
中
（
浅
井
一
政
）
か
ら
み
た
大
坂
の
陣
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
諸
問
題
と
は
、
具
体
的
に
は
、
右
覚
書
の
内
容
に
即
し
、
次
に
掲
げ
る
三
つ
の
問
題
に
主
と
し
て
焦
点
を
あ
て
る
。

　

一
つ
め
と
し
て
、
片
桐
且
元
の
大
坂
城
退
去
に
関
す
る
一
件
の
再
検
討
で
あ
る
。
本
事
件
は
、
徳
川
家
康
と
の
交
渉
役
と
し
て
長
ら
く
豊
臣
家
の
存
続
に
奔

走
し
て
き
た
且
元
が
、
豊
臣
家
中
の
面
々
か
ら
不
興
を
買
っ
て
命
を
狙
わ
れ
る
立
場
と
な
り
、
そ
の
結
果
且
元
は
、
身
の
安
全
の
た
め
出
仕
を
絶
ち
、
つ
い
に

は
大
坂
城
退
去
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う
経
緯
を
有
す
。
ま
た
、
本
事
件
は
方
広
寺
鐘
銘
問
題
と
並
び
、
大
坂
の
陣
が
勃
発
し
た
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
夙
に
知

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
史
料
的
制
約
か
ら
、
大
坂
の
陣
後
も
存
続
し
た
片
桐
家
側
の
主
張
の
み
取

り
上
げ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結
果
、
豊
臣
家
側
と
の
対
立
点
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
点
、
使
者
の
一
人
と
し
て
豊
臣
・
片
桐
両
家

を
行
き
来
し
た
一
政
の
覚
書
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
新
た
な
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
め
と
し
て
、
当
該
時
期
に
お
け
る
豊
臣
家
中
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
当
主
秀
頼
の
権
力
基
盤
が
脆
弱
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
母
で
あ
る
淀
や
大
野
治
長
ら
重
臣
の
独
断
を
許
し
た
と
言
う
の
は
、
歴
史
学
方
面
で
は
も
は
や
常
識
の
範
疇
で
あ
る
が
、
多
く
は
、
城
外
に
居
た
者
に

よ
る
間
接
的
な
伝
聞
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
一
方
で
、
軍
記
物
語
の
作
者
た
ち
は
、
豊
臣
家
が
滅
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、
徳
川
家
に
配
慮
し
て
家
康
に
そ
の
責

任
を
求
め
ず
、
豊
臣
家
の
内
部
分
裂
の
方
を
殊
更
に
強
調
し
て
描
い
て
い
る
と
す
る
文
学
史
方
面
か
ら
の
指
摘
も
あ
る）

11
（

。
実
際
、
豊
臣
家
中
に
居
た
一
政
の
目

に
は
当
時
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
、
こ
こ
で
は
改
め
て
見
極
め
た
い
。

　

三
つ
め
と
し
て
、
補
足
的
事
項
で
は
あ
る
が
、
終
戦
後
に
お
け
る
大
坂
落
人
の
処
遇
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
落
人
に
関
す
る
史

料
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
中
、
一
政
の
来
歴
は
、
終
戦
後
、
大
名
家
に
仕
官
す
る
ま
で
を
辿
れ
る
貴
重
な
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
三
つ
の
問
題
に
留
意
し
つ
つ
、
覚
書
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
全
文
翻
刻
を
本
稿
末
尾
に
付
し
た
の
で
、
適

宜
参
照
さ
れ
た
い
。
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表 2　「浅井一政自記」の記述概要一覧
条 年月日 概　　要
1

慶長 19 年 9 月 23 日

�

①
片
桐
且
元
の
屋
敷
立
籠
り
と
大
坂
城
出
奔
ま
で

浅井一政が大坂城に登城したところ、豊臣秀頼を始め城中の者達から片桐且元が登城していないことを問われた。

2 且元に呼ばれたので、一政が且元の屋敷に伺うと、且元家中の八右衛門から、登城すれば且元が成敗されてしまう
との情報があるので登城しないことにしたとの説明を受ける。

3 八右衛門から、主人の且元には秀頼に対し思うところはない旨告げられる。

4 一政は且元と対面し、秀頼に対し且元の如在ないことを告げることを約束した上で、且元側から人質を提出するこ
とも提案する。

5
一政が秀頼と対面し、且元側の事情を説明する。一政は秀頼が直接且元と対面し真意を問うことを勧めるも、秀頼
はこれに難色を示したので代案として秀頼から且元に対し誓文を遣わすことを提案したところ承諾された。且元の
屋敷に兵士が続々と入っていくのがうかがえた。

6
秀頼が一政と相談しつつ誓文を完成させ、且元に送付する。且元の件に関して、淀から度々使いが来ることを煩わ
しく思った一政が、「女房衆が関与すべきことではない」と苦言を呈した。すると秀頼もこれに同意し、淀からの
使者を叱ったところ、奥から使者が来ることはなくなった。

7
且元から秀頼に対し、誓文を感謝する返事が届く。この後且元に対しどのようにすべきか秀頼から問われた一政は
使者の派遣を提案した。さらに秀頼から使者の人選をどうすべきか尋ねられたので、一政は片桐家の家中の者と相
談すると発言し、且元の屋敷へと向かった。

8
片桐家中の者と相談し、速水甲斐守が使者として赴くことに決定した。秀頼からは一政に対し、且元の返事が遅
かったことへの不満が伝えられた。且元屋敷と織田有楽（長益）の屋敷では、互いに警戒し合い、多くの兵士が詰
めかけていた。

9 使者に決定した速水守久が酒に酔いつつ登城した。一政は淀から、協力して且元の説得にあたるよう言い渡された。

10 再び且元の屋敷に赴き、且元から「秀頼への裏切りはない」旨を聞いた一政は、速水と共に秀頼・淀の元に出て事
情を説明したところ、答えに満足したのか呉服を拝領した。

11

且元家来の者達が登城し一政と速水を呼び出し、「今夜の内に織田有楽の屋敷に待機させている兵を引かせてほし
いこと、さすれば、且元の屋敷に立て籠っている兵も解散させる」と告げ、この旨を秀頼に伝えるよう言われる。
この件を奥に伝えたところ、秀頼ではなく淀から「先に且元の兵を解散させよ」と命じるが、一政は淀の意向を無
視する形で両者の兵を撤退させた。

12 夜更けに七手組の談合が行われる。
13 1 条～11 条が 23 日朝四つ時からの経過であり、誰も出仕しない中、一政一人が事件の解決に奔走した。
14 23 日朝四つ時に使者を介して常心（織田信雄）より一政に知らせが届いた。それ以前は何の沙汰もなった。

15 慶長 19 年 9 月 24 日 且元の家来達が一政に対し、「主人である且元が大坂城の水の手口から登城し、城を固め、大野治長などを成敗す
る」とする策を唱えたので、且元に披露したが同意しなかった。

16
慶長 19 年 9 月 26 日

治長らが牢人を召し連れ、大坂城に立て籠もり、いよいよ且元を打ち果たす用意を行う。一政は寄親の且元に味方
するため、具足を着て且元の屋敷に赴いたところ決戦を覚悟してか酒宴を開いていた。片桐貞隆より妻子の処遇を
どうすべきか問われた一政は、一緒に居るほうが良いと答えた。

17 一政が且元の屋敷の周囲を見回ったところ、静まり返っていた。
18 一政は且元の二人の息子と対面し、その気概を褒める。

19 慶長 19 年 9 月 26 日 or�27 日 速水らの提案で交渉が再開され、以前決めた通り人質を提出するよう呼びかけると、且元がこれに応じて早速息子
の孝利を差し出したところ、秀頼は且元に二心ないことを納得して、すぐに人質を返還した。

20
慶長 19 年 9 月 27 日？

秀頼より、「且元に二心ないことは了承したが、屋敷に兵を集めたことについては説明がない」として。且元には
暫くの寺蟄居を申し付け、然る後に息子の孝利に我が娘を嫁がせると仰せが下った。

21 且元が算用帳を大坂城に返却し、皆済目録を受け取った。

22 慶長 19 年 9 月 29 日 or�30 日
且元から一政に対し、一緒に大坂城を退去する準備をするよう誘われたが、一政はこれを固辞し、城に残る旨を且
元に告げた。その後一政は且元からの助言に従い、七手組頭の伊藤長実を通じて秀頼に詫び言を入れたところ、赦
免された。

23 慶長 20 年 5 月

②
大
坂
夏
の
陣
と
大
坂
落
城
間
際
の
模
様

一政はその他 20 名と共に（秀頼から）白い羽織を下賜され、戦場においては率先して前に出ることなく、伝令役
を務めるよう命じられた。

24

慶長 20 年 5 月 7 日

茶臼山に居る真田信繁から、敵が間近に迫っているので戦闘を開始したいと使者（寺尾勝右衛門）が寄越された。
これに対し治長は、「秀頼様の出馬を合図に戦闘を開始することが最前より決定している」と主張した。一政はこ
の決定を真田に伝える伝令役について寺尾を退け、自ら名乗り出て了承された。

25 一政が真田や七手組が陣所を置く茶臼山に赴き、治長の決定を伝えた。

26 一政は真田への伝令として茶臼山まで来たが、敵が間近に迫っているので、「先に敵の元に行く」と断りを入れ、
誰よりも早く敵の間近 2 ～3 町（2 ～300 m）辺りまで接近した。

27
午の刻（昼 12 時前後）に敵と味方の間 7 ～8 町（7 ～800 m）隔てて睨み合っていたところ、敵勢より三人乗り出
してきて、その内の一人を一政は鑓で突き伏せ、首を刈った。この戦闘により鑓は塩首より二つに折れた。詳しく
は知らないが、同じ戦場（天王寺の戦い）で徳川方の本多忠朝・小笠原秀政が戦死したと言う。

28 一番合戦において一政より先に打って出た者は誰もいなかった。このことは多くの者が見て証言もしてくれる。

29
豊臣方が敗走を始めた頃、一政は秀頼の最期の時が気にかかり、大坂城へと戻った。一政は秀頼に対し、自害は如
何するのか尋ねたところ、「天守閣に用意せよ」との仰せになったので天守閣に鉄砲薬を敷き詰めるなど用意を整
えた。

30 一政が秀頼に対し、生害の準備が整ったことを告げ、火縄に火を付け、秀頼に付き従い、天守閣へと登った。

31
治長が後からやってきて、秀頼に対し、戦況が盛り返したと偽りを述べ、秀頼の生害を何とか止めようとした。こ
れに対し一政は「最期の時を伸ばすことは秀頼の名を汚すことになる」と主張したが、秀頼は治長らの説得で天守
閣を降り別の矢倉（月見矢倉）へと移動した。

32 淀殿はすでに天守閣から下り月見の矢倉へと移動していた。月の矢倉で重臣である渡邉糺が息子の介錯により切腹
した。

33 一政は立ち上る黒煙に咽びながら月見の矢倉に入ると、正栄尼が「介錯してくれ」とせがんできたので、望み通り
これを切った。

34 秀頼も月見の矢倉に入ったが、（死を前にして）皆興の冷めた様子だったので、一政が切腹の手本を見せようと脇
差を抜いたところ、津川左近・毛利勝永に制止され外へ連れ出された。

35 慶長 20 年 5 月 8 日

③
常
高
院
へ
の
使
者

朝、淀から常高院の元に使者として赴くよう懇願され、一政は不承ながら常高院の元を尋ねると、「（淀への返信は）
京極高知の返事を伺ってからのほうが都合が良い」とのことだった。そこで常高院と共に京極陣所までおもむき、
返事を貰って大阪城内に戻ろうとしたところ、徳川方の井伊直孝部隊に捕縛されてしまう。一政は事情を説明して
何とか大坂入城を許してもらおうとするも、間もなく月見の矢倉より火の手が上がり、秀頼が生害したことを把握
した。そこで一政は京極の手の者に護送され京都へと立ち退いた。

「浅井一政自記」（前田育徳会尊経閣文庫）より作成。
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１
．
片
桐
且
元
の
屋
敷
へ
の
立
籠
り
か
ら
大
坂
城
退
去
ま
で

　
〔
１
〕　
「
浅
井
一
政
自
記
」
は
、
一
政
が
大
坂
城
本
丸
に
登
城
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
九
月
二
十
三
日
朝
、「
千
畳
敷
上
段
ノ

次
ノ
段
」
へ
と
向
か
っ
た
一
政
は
、
豊
臣
秀
頼
や
、
そ
の
近
臣
で
あ
る
渡
邉
糺
（
秀
頼
の
乳
母
で
あ
る
正
栄
尼
の
長
男
）・
木
村
重
成
（
秀
頼
の
乳
母
で
あ
る

宮
内
卿
の
長
男
で
、『
禁
裏
御
普
請
帳
』
に
拠
れ
ば
知
行
八
〇
〇
石
）
か
ら
、
寄
親
で
あ
る
且
元
が
未
だ
出
仕
し
て
い
な
い
こ
と
を
問
い
糺
さ
れ
た
た
め
、
ひ

と
ま
ず
「（
且
元
は
）
只
今
出
仕
い
た
し
ま
す
」
と
返
し
た
。
な
お
、
一
政
が
出
仕
し
た
「
千
畳
敷
」
に
つ
い
て
、
櫻
井
成
廣
は
本
丸
表
御
殿
の
「
御
対
面
所
」

（
図
①
参
照
）
に
比
定
し
て
い
る
。

　
〔
２
〕～〔
４
〕　

そ
の
後
一
政
は
且
元
の
上
屋
敷
（
大
坂
城
二
の
丸
に
所
在
）
へ
と
向
か
い
、
片
桐
家
中
の
者
か
ら
、
且
元
の
不
出
仕
の
原
因
が
、
も
し
登
城

す
れ
ば
、
城
内
で
成
敗
さ
れ
て
し
ま
う
と
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。
一
政
は
こ
の
事
態
の
打
開
策
を
乞
わ
れ
た
の

で
、
秀
頼
に
対
し
、
二
心
な
い
証
拠
と
し
て
人
質
を
提
出
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
且
元
も
こ
れ
に
同
意
し
た
。
こ
の
人
質
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の

後
の
豊
臣
・
片
桐
両
家
の
交
渉
過
程
を
追
う
と
、
中
心
の
議
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
〔
５
〕　

そ
の
後
一
政
は
大
坂
城
へ
と
戻
る
と
、「
帝
鑑
の
間
」（
中
国
明
代
の
帝
王
の
物
語
で
あ
る
『
帝
鑑
図
説
』
の
内
容
が
部
屋
の
壁
面
に
描
か
れ
て
い
た

こ
と
に
由
来
す
る
）
に
お
い
て
秀
頼
と
二
人
き
り
で
且
元
へ
の
対
応
を
協
議
し
て
い
る）

11
（

。
な
お
、
こ
の
「
帝
鑑
の
間
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
本

稿
で
は
本
丸
奥
御
殿
の
「
御
広
間
」
か
、
そ
の
周
辺
の
部
屋
に
比
定
し
て
お
く
（
図
②
参
照）

1（
（

）。

　

こ
の
話
し
合
い
に
お
い
て
一
政
は
、
且
元
の
真
意
を
知
る
に
は
、
織
田
信
長
代
の
古
事
に
随
い
、
且
元
の
屋
敷
へ
少
数
の
御
供
だ
け
を
連
れ
て
秀
頼
が
直
接

会
い
に
行
く
こ
と
を
勧
め
た
。
し
か
し
秀
頼
が
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
た
め
、
一
政
は
代
案
と
し
て
御
誓
文
を
且
元
に
遣
わ
す
こ
と
を
提
案
す
る
と
、
秀
頼
も

こ
れ
に
同
意
し
た
。

　
〔
６
〕　

秀
頼
が
一
政
と
相
談
し
て
完
成
さ
せ
た
御
誓
文
は
、
白
い
文
箱
に
入
れ
て
割
符
を
押
し
且
元
の
元
へ
と
送
り
届
け
ら
れ
た）

11
（

。
且
元
か
ら
の
返
事
を

待
っ
て
い
る
間
に
、
淀
か
ら
頻
り
に
使
者
が
や
っ
て
来
て
、「
心
配
な
の
で
秀
頼
に
奥
に
戻
る
よ
う
に
」
と
繰
り
返
し
た
。
一
政
は
こ
れ
を
煩
わ
し
く
思
い
、

「
政
務
に
つ
い
て
は
女
房
衆
の
出
る
幕
で
は
な
い
」
と
苦
言
を
呈
し
た
と
こ
ろ
、
秀
頼
も
こ
れ
に
同
意
し
て
使
者
を
厳
し
く
叱
り
つ
け
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の

件
に
関
し
て
使
者
が
来
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
言
う
。
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宮上茂隆「豊臣時代大坂城」（『歴史群像●名城シリーズ①大坂城』学習研究社、一九九四年、九頁）より引用
〇囲いの部屋（御対面所）が「千畳敷」に比定されている。
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〔
６
〕
の
記
述
は
、
後
述
す
る
〔
11
〕
と
並
び
、
淀
と
秀
頼
母
子
の
関
係
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
興
味
深
い
条
項
で
あ
る
。
淀
と
言
え
ば
秀
吉
死
後
、
幼
年

の
秀
頼
の
後
見
人
と
し
て
政
務
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
常
態
化
す
る
と
、
た
と
え
ば
『
駿
府
記
』
に
「
大
坂
の
様
体
、
軍
陣
の
体
、
万
事

母
指
出
た
ま
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
卒
色
を
失
う
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に）

11
（

、
淀
の
指
示
が
政
務
に
混
乱
を
来
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
諸
書
に
認
め
ら

れ
る
が
、「
浅
井
一
政
自
記
」
で
も
そ
の
一
端
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
秀
頼
も
母
に
従
順
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
政
の
抗
議
に
続
く
形
で
は
あ
る
が
、

時
に
反
意
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
、
秀
頼
が
淀
の
過
干
渉
を
必
ず
し
も
快
く
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
〔
７
〕～〔
８
〕　

そ
の
後
且
元
か
ら
秀
頼
に
対
し
御
誓
文
の
送
付
を
感
謝
す
る
返
信
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
秀
頼
は
、
一
政
の
助
言
も
あ
り
、

且
元
に
使
者
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
。
使
者
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
片
桐
家
の
面
々
と
も
内
々
で
協
議
し
た
結
果
、
秀
頼
に
も
き
ち
ん
と
主
張
出
来
る
人
物

と
言
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
速
水
甲
斐
守
（
守
久
。
秀
吉
が
創
設
し
た
親
衛
隊
で
あ
る
七
手
組
頭
の
筆
頭
で
、『
禁
裏
御
普
請
帳
』
に
拠
れ
ば
知
行
一
万
五
〇

〇
石
）
に
決
定
し
た
、
と
あ
る
。

　

こ
う
し
て
片
桐
・
豊
臣
両
家
は
事
態
解
決
に
向
け
て
本
格
的
な
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
二
日
後
に
出
さ
れ
た
且
元
宛
の
秀
頼
書
簡
が
、

写
し
で
は
あ
る
も
の
の
、
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
書
簡
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

【
史
料
１
】

気
相
し
か
〳
〵
と
も
無
之
由
、
無
心
許
候
、
左
様
ニ
候
ヘ
ハ
、
何
角
雑
説
申
候
由
承
候
、
我
々
聊
如
在
無
之
候
、
諸
事
何
様
共
談
合
可
申
と
存
候
處
、
加
様
之

儀
、
何
と
も
不
能
分
別
候
、
此
返
事
重
而
可
申
候
、
謹
言
、

　
　

九
月
廿
五
日　
　
　

御
名

　
　
　
　
　
　
　

片
桐
市
正
殿

【
史
料
２
】

只
今
返
事
通
具
見
届
候
、
自
身
行
候
而
も
申
度
候
へ
と
も
、
不
成
事
ニ
候
間
、
速
水
甲
斐
守
以
可
申
遣
候
哉
、
為
其
重
而
申
入
候
、
謹
言
、

　
　

九
月
廿
五
日　
　
　

御
判



九
四

　
　
　
　
　
　
　

片
桐
主
膳
殿

【
史
料
１
】【
史
料
２
】
は
「
片
桐
旧
記
写
」
に
収
録
さ
れ
た
二
通
の
写
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
ぞ
れ
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
五
日
付
で
片
桐
且
元
・
貞
隆
兄
弟
に
宛
て

た
も
の
で
、【
史
料
１
】
の
端
裏
書
に
は
「
秀
頼
公
御
直
書
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る）

11
（

。
内
容
は
、
秀
頼
が
且
元
の
登
城
が
な
い
こ
と
を
心
も
と
な
く
思
っ
て

お
り
、
何
と
か
連
絡
を
取
り
た
い
と
の
要
望
を
伝
え
る
も
の
で
、
片
桐
家
で
は
こ
れ
ら
一
連
の
書
状
を
謀
書
と
し
て
扱
っ
て
き
た
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
も
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る）

11
（

。
そ
こ
で
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
内
容
に
注
目
し
て
み
た
い
。　
　

　

ま
ず
、「
此
返
事
重
而
可
申
候
」（【
史
料
１
】）・「
只
今
返
事
通
具
見
届
候
」（【
史
料
２
】）
と
あ
る
通
り
、
二
通
と
も
且
元
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
こ
と
が

確
認
出
来
る
（
１
）。
続
い
て
、「
速
水
甲
斐
守
以
可
申
遣
候
哉
」（【
史
料
２
】）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
速
水
甲
斐
守
が
こ
の
返
書
の
伝
達
役
で
あ
る
こ
と
も

確
か
め
ら
れ
る
（
２
）。
さ
ら
に
、
暗
殺
に
怯
え
る
且
元
を
慰
撫
す
る
た
め
、「
如
在
無
（
且
元
の
こ
と
を
粗
略
に
思
っ
て
い
な
い
）」
と
の
文
言
が
明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
（
３
）、
加
え
て
、「
諸
事
何
様
共
談
合
可
申
と
存
候
處
」（【
史
料
１
】）・「
自
身
行
候
而
も
申
度
候
へ
と
も
」（【
史
料
２
】）
と
あ
る
よ
う
に
、

一
政
の
助
言
の
中
に
あ
っ
た
秀
頼
に
よ
る
且
元
屋
敷
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
（〔
６
〕）
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
（
４
）。
こ
れ
ら
１
～

４
は
い
ず
れ
も
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
の
信
憑
性
を
裏
付
け
る
と
共
に
、
と
り
わ
け
後
者
の
３
・
４
か
ら
、
二
通
が
、
決
し
て
謀
書
な
ど
で
は
な
く
、

且
元
側
の
意
向
を
十
分
に
斟
酌
し
た
上
で
の
、
秀
頼
に
よ
る
真
摯
な
回
答
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、【
史
料
１
】【
史
料
２
】
と
は

別
に
、
翌
日
付
で
、
淀
か
ら
も
且
元
に
対
し
て
自
筆
書
状
と
血
判
起
請
文
が
遣
わ
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
共
に
「
如
在
無
」
の
文
言
が
み
え
る
。〔
３
〕〔
４
〕
に
拠
れ

ば
、
且
元
か
ら
は
「
殿
様
へ
」
と
だ
け
あ
り
、
淀
の
起
誓
文
は
且
元
の
要
求
（
一
政
の
提
案
）
に
は
必
ず
し
も
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
添
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
且
元
の
要
求
に
真
摯
に
応
え
よ
う
と
す
る
豊
臣
家
側
の
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
評
価
出
来
よ
う）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
事
態
の
解
決
に
向
け
た
交
渉
を
進
め
る
一
方
で
、「
市
正
殿
屋
敷
・
有
楽
の
屋
敷
ヘ
ハ
、
具
足
・
か
ふ
と
を
も
た
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
（〔
７
〕）、

且
元
屋
敷
の
あ
る
二
の
丸
で
は
、
互
い
へ
の
警
戒
か
ら
、
両
軍
が
睨
み
合
う
一
触
即
発
の
事
態
に
陥
っ
て
い
た
。
な
お
、
豊
臣
方
の
軍
勢
を
率
い
て
い
た
の

は
、
大
野
治
長
（
淀
の
乳
母
で
あ
る
大
蔵
卿
の
長
男
で
『
禁
裏
御
普
請
帳
』
に
拠
れ
ば
知
行
一
万
石
）・
木
村
重
成
・
渡
辺
糺
の
三
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〔
９
〕　

そ
の
後
淀
か
ら
呼
び
出
し
が
か
か
り
、
速
水
と
一
政
の
両
名
が
奥
御
殿
に
向
か
っ
た
。
淀
か
ら
み
て
一
政
は
且
元
贔
屓
の
人
間
だ
っ
た
よ
う
で
、
淀

は
ま
ず
速
水
を
呼
び
何
事
か
言
い
含
め
、
し
ば
ら
く
後
に
一
政
を
招
き
、「
速
水
と
協
力
し
て
且
元
を
よ
く
説
得
せ
よ
」
と
声
を
掛
け
た
。
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〔
10
〕　

一
政
と
速
水
の
両
名
は
且
元
の
屋
敷
に
赴
き
、
そ
こ
で
且
元
の
心
中
を
伺
い
、
改
め
て
秀
頼
に
対
し
て
二
心
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
大

坂
城
に
戻
っ
た
両
名
は
、
且
元
の
心
中
の
程
を
秀
頼
と
淀
に
披
露
し
た）

11
（

。
と
り
わ
け
秀
頼
は
こ
の
回
答
に
満
足
し
た
よ
う
で
、
着
用
し
て
い
た
呉
服
を
両
名
に

下
賜
し
て
い
る
。

　
〔
11
〕　

片
桐
家
中
の
者
（
梅
戸
八
右
衛
門
・
多
羅
尾
半
左
衛
門
）
が
登
城
し
、
一
政
と
速
水
に
向
け
て
、「
近
隣
の
有
楽
斎
（
織
田
長
益
、
織
田
信
長
の
弟
）

の
屋
敷
に
伏
せ
て
い
る
敵
兵
を
退
い
て
貰
い
た
い
。
そ
れ
が
済
め
ば
、
屋
敷
に
立
て
籠
も
っ
た
兵
士
も
解
散
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
を
秀
頼
と
淀
に
伝
え
て
欲
し

い
」
と
の
要
望
が
出
さ
れ
た
。
一
政
と
速
水
の
両
名
は
こ
の
件
を
奥
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
秀
頼
の
耳
に
は
入
れ
ず
、
淀
か
ら
、「
ま
ず
且
元
側
が
兵
士
を
解

散
さ
せ
、
然
る
の
ち
、
有
楽
斎
の
屋
敷
に
居
る
兵
を
引
か
せ
よ
」
と
命
令
が
下
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
速
水
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
埒
が
明
か
な
い
と
嘆
い
た
の

で
、
一
政
は
ひ
と
ま
ず
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
と
淀
に
は
返
答
し
、
そ
の
間
に
両
方
と
も
同
時
に
兵
を
引
か
せ
て
し
ま
お
う
と
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
提

案
に
速
水
も
同
意
し
た
の
で
、
た
だ
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
〔
11
〕
は
〔
６
〕
と
並
び
、
豊
臣
家
中
が
淀
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
状
況
を
改
め
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る）

11
（

。
こ
の
他
、〔
11
〕
に
は
、「
秀
頼

の
耳
ヘ
ハ
た
て
す
御
ふ
く
ろ
よ
り
返
事
と
き
こ
へ
申
候
」
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
伝
聞
だ
が
、
も
し
も
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、〔
６
〕
で
起
き

た
よ
う
な
諍
い
を
避
け
る
た
め
か
、
淀
が
秀
頼
に
対
し
て
意
図
的
に
情
報
を
伏
せ
た
上
で
、
独
断
で
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ご
く
わ
ず
か
な

事
例
で
は
あ
る
が
、
従
来
一
体
的
と
思
わ
れ
て
い
た
秀
頼
と
淀
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
石
を
投
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
〔
12
〕～〔
14
〕　

交
渉
が
続
け
ら
れ
て
い
る
最
中
の
大
坂
城
で
は
、
且
元
に
よ
る
襲
撃
を
恐
れ
て
誰
一
人
登
城
す
る
こ
と
な
く
、
依
然
緊
迫
感
あ
る
状
況
が
続

い
て
い
た
。
そ
ん
な
中
一
政
は
、
自
身
が
一
人
立
ち
回
る
こ
と
で
、
両
家
の
兵
を
撤
収
さ
せ
、
何
と
か
解
決
の
目
途
が
付
い
た
の
だ
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
も

そ
も
こ
う
し
た
状
況
は
、
九
月
二
十
三
日
朝
に
、
織
田
信
雄
（
織
田
信
長
の
次
男
）
が
御
成
敗
の
情
報
を
且
元
側
に
伝
え
た
時
か
ら
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
以
前

に
は
何
の
不
穏
な
様
子
も
な
か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
〔
15
〕　

翌
二
十
四
日
、
且
元
家
中
の
者
が
、
且
元
が
軍
勢
を
率
い
て
大
坂
城
を
占
領
し
、
敵
対
す
る
大
野
治
長
ら
重
臣
層
を
排
除
す
る
計
画
を
発
案
し）

1（
（

、
一

政
を
介
し
て
こ
れ
を
実
行
す
る
よ
う
且
元
へ
迫
っ
て
み
た
も
の
の
、
且
元
は
同
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
且
元
が
、
極
論
に
走
り
が
ち
な
家
中
を

抑
え
る
の
に
苦
慮
し
て
い
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
。

　
〔
16
〕～〔
18
〕　

右
に
見
る
如
く
、
二
十
三
日
夜
ま
で
は
、
解
決
に
向
け
て
双
方
歩
み
寄
り
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
同
時
に
兵
を
退
く
こ
と
で
衝
突
は
避
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け
ら
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
二
十
六
日
に
大
野
治
長
が
、
且
元
を
打
ち
果
た
す
べ
く
、
諸
牢
人
を
率
い
て
大
坂
城
本
丸
に
立
て
籠
も
る
に
至
り
、
事
態
は
一
変

し
て
し
ま
う）

11
（

。
こ
の
予
期
せ
ぬ
行
動
に
対
し
、
一
政
は
「
咎
も
な
き
人
を
理
不
尽
な
る
義
」
と
綴
る
よ
う
に
、
治
長
に
対
す
る
怒
り
と
義
憤
に
駆
ら
れ
た
結

果
、
使
者
と
し
て
の
任
務
を
放
棄
し
、
且
元
屋
敷
に
加
勢
の
た
め
武
装
し
て
駆
け
付
け
て
い
る
。
邸
内
で
は
い
よ
い
よ
決
戦
を
予
期
し
た
の
か
、
且
元
は
紋
所

の
入
っ
た
正
装
を
し
て
、
片
桐
家
一
同
に
よ
る
酒
宴
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
夜
に
な
り
一
政
が
屋
敷
周
辺
を
散
策
す
る
と
、
嵐
の
前
の
静
け
さ
だ
ろ
う
か
、

辺
り
は
静
ま
り
返
っ
て
い
た
と
あ
る
。
そ
の
後
一
政
は
且
元
の
二
人
の
息
子
（
采
女
・
孝
利
）
と
面
会
し
、
二
人
は
未
だ
十
四
～
十
五
の
幼
年
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
そ
の
気
骨
あ
る
風
情
に
感
じ
入
り
、「
さ
す
が
且
元
の
子
で
あ
る
」
と
称
賛
を
綴
っ
て
い
る
。

　
〔
19
〕　

二
十
六
日
夜
半
の
片
桐
家
中
の
様
相
を
伺
う
限
り
、
皆
開
戦
に
向
け
て
気
持
ち
を
高
ぶ
ら
せ
て
お
り
、
戦
端
が
開
か
れ
る
の
は
も
は
や
時
間
の
問
題

で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
一
政
と
異
な
り
、
秀
頼
側
に
残
っ
た
速
水
を
始
め
と
す
る
七
組
衆
の
面
々
が
、「
せ
っ
か
く
こ
れ
ま
で
う
ま
く
進
め
て
き
た
交
渉
を
、

こ
の
ま
ま
無
為
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
良
策
で
は
な
い
」
と
秀
頼
に
提
言
し
た
こ
と
で
、
こ
の
流
れ
に
歯
止
め
が
か
か
る
。
そ
こ
で
七
組
衆
の
面
々
が
、「
以

前
決
め
た
通
り
、
本
日
人
質
を
提
出
し
て
は
い
か
が
」
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
且
元
側
は
子
息
の
孝
利
を
人
質
と
し
て
送
り
出
し
た
。
そ
の
後
秀
頼
も
間
も
な

く
孝
利
の
身
柄
を
返
還
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
敵
対
し
て
い
よ
う
と
、
身
内
同
士
の
戦
闘
を
避
け
る
こ
と
は
豊
臣
・
片
桐
双
方
に
と
っ
て
共
通
し
た
思

い
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
瀬
戸
際
に
お
い
て
も
解
決
策
（
妥
協
点
）
が
模
索
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
〔
20
〕　

翌
二
十
七
日
の
こ
と
か
、
秀
頼
か
ら
且
元
に
対
し
、「
且
元
に
如
在
な
い
こ
と
は
承
知
し
た
が
、
屋
敷
に
兵
を
集
結
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分

な
説
明
が
な
い
の
で
、
そ
の
処
罰
と
し
て
、
且
元
の
身
柄
は
ひ
と
ま
ず
寺
蟄
居
と
し
、
然
る
後
、
我
が
娘
（
天
秀
尼
）
を
子
息
の
孝
利
に
嫁
が
せ
よ
う
」
と
の

仰
せ
が
下
っ
た）

11
（

。『
豊
内
記
』
で
は
、
こ
の
う
ち
「
寺
蟄
居
」
に
関
し
て
は
、
秀
頼
に
よ
る
主
体
的
意
志
で
は
な
く
、
且
元
と
敵
対
す
る
大
野
治
長
・
木
村
重

成
・
渡
辺
糺
が
主
導
し
た
と
す
る
説
明
を
補
っ
て
い
る
が
（
表
１
・
13
）、〔
５
〕
条
に
お
け
る
且
元
成
敗
に
関
し
て
の
「
お
れ
ハ
不
知
」
と
言
う
秀
頼
の
発
言

や
、〔
７
〕〔
16
〕
条
に
お
け
る
治
長
の
行
動
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
。
恐
ら
く
且
元
と
の
和
解
に
関
し
て
、
秀
頼
が
重
臣
層
の
反
発
を
抑

え
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
一
端
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
寺
蟄
居
」
は
且
元
の
将
来
的
な
政
務
復
帰
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
が
偽
り
で
は
な
い
こ
と
の
証
と
し
て
、
秀
頼
の
娘
を
、
い
わ
ば
人
質
と
し
て
片
桐
家
に
差
し
出
す
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
こ
の
時

点
に
至
っ
て
も
な
お
、
豊
臣
家
が
且
元
に
対
し
、
最
大
限
譲
歩
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）

11
（

。

　
〔
21
〕　

こ
の
命
令
に
対
し
て
且
元
は
、
と
り
た
て
て
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
受
諾
し
、
そ
の
結
果
算
用
帳
を
大
坂
城
へ
と
返
却
し
、
皆
済
目
録
を
受
け
取
っ
て



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

九
七

い
る
。

　
〔
22
〕　

そ
の
後
二
十
九
日
（
或
い
は
三
十
日
）
に
、
つ
い
に
且
元
は
大
坂
城
の
退
去
を
決
意
す
る
。
且
元
は
こ
れ
ま
で
尽
力
し
て
く
れ
た
一
政
に
も
一
緒
に

退
去
す
る
こ
と
を
促
す
が
、
一
政
は
こ
れ
を
固
辞
し
大
坂
城
に
残
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
一
政
は
そ
の
後
且
元
の
助
言
に
従
い
、
伊
藤
長
実
（
七
手
組
頭
の

一
人
で
、『
禁
裏
御
普
請
帳
』
に
拠
れ
ば
知
行
一
万
三
〇
〇
石
）
を
介
し
て
秀
頼
に
詫
び
言
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
あ
く
ま
で
寄
親
に
従
っ
た
だ
け
で
、
自

身
に
対
す
る
逆
意
は
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
、
一
応
は
赦
免
さ
れ
た
。
し
か
し
、
依
然
疑
い
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
続
け
た
と
言
う
。
事
実
「
浅
井
一
政
自

記
」
に
大
坂
冬
の
陣
の
記
載
が
な
い
の
も
、
離
反
を
警
戒
さ
れ
て
こ
の
間
の
出
陣
を
留
め
置
か
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

　

以
上
〔
22
〕
ま
で
、
片
桐
且
元
の
大
坂
城
退
去
に
関
わ
る
一
連
の
遣
り
取
り
を
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
豊
臣
・
片
桐
双
方
は
全
く
の
没
交
渉
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
こ
の
間
使
者
を
介
し
て
頻
繁
に
や
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
野
治
長
ら
の
独
断
行
動
も
あ
り
、
結
局
こ
の
交
渉
は
決
裂

し
て
し
ま
う
も
の
の
、「
秀
頼
と
市
正
と
の
間
埒
を
一
端
明
申
事
」
と
末
尾
に
記
す
よ
う
に
、
二
十
三
日
の
段
階
で
交
渉
が
一
時
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
一
政

自
身
は
捉
え
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
後
事
態
が
悪
化
し
て
も
、
双
方
と
も
平
和
的
解
決
方
法
を
模
索
し
続
け
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
た
。
続
く
〔
23
〕
か
ら

は
翌
年
五
月
に
お
け
る
大
坂
夏
の
陣
に
舞
台
が
移
る
。

２
．
大
坂
夏
の
陣
か
ら
大
坂
落
城
直
前
ま
で

　
〔
23
〕　

翌
年
大
坂
夏
の
陣
に
臨
ん
で
、
一
政
を
含
む
二
十
名
は
大
坂
城
よ
り
白
い
羽
織
が
支
給
さ
れ
た
上
で
、
合
戦
場
に
お
け
る
取
次
（
伝
令
役
）
と
な
っ

た
。
こ
の
際
、
取
次
に
専
念
す
る
た
め
前
線
に
出
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
と
言
う
。

　
〔
24
〕　

同
年
五
月
七
日
の
こ
と
、
茶
臼
山
（
大
阪
市
天
王
寺
区
茶
臼
山
町
）
に
一
時
陣
取
っ
て
い
た
真
田
信
繁
が
、
取
次
役
と
し
て
寺
尾
勝
右
衛
門）

11
（

を
遣
わ

し
、「
敵
兵
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
一
足
先
に
合
戦
を
始
め
た
い
」
と
城
内
へ
と
進
言
し
て
い
る）

11
（

。
信
繁
か
ら
の
右
の
伝
令
に
対
し
秀
頼
は
、
大
野
治

長
の
見
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
治
長
は
、「
以
前
堅
く
決
め
た
通
り
、
秀
頼
の
出
馬
を
合
図
に
合
戦
を
始
め
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
返
し
た
。
こ
の
内

容
を
真
田
隊
に
伝
え
る
役
と
し
て
、「
寺
尾
で
は
、
年
寄
で
草
臥
れ
て
い
る
の
で
役
に
立
た
な
い
」
と
し
て
、
一
政
は
自
分
が
代
役
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
て

認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
大
坂
陣
山
口
休
庵
咄
』
に
は
、
且
元
退
去
後
の
治
長
に
つ
い
て
、「
是
ハ
総
大
将
分
に
て
、
諸
卒
人
此
仁
ニ
目
見
へ
い
た
し
、
相
済
申
候
、
御
城
中
を
も
乗
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物
ニ
て
廻
申
候
」
と
す
る
記
載
が
あ
る
が
、〔
23
〕
か
ら
、
名
実
と
も
に
治
長
が
豊
臣
家
中
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
の
時
取
沙
汰

さ
れ
た
秀
頼
の
出
馬
に
つ
い
て
は
、
諸
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
通
り
、
結
局
一
度
と
し
て
な
い
ま
ま
終
戦
を
迎
え
た）

11
（

。

　
〔
25
〕　

一
政
が
、
真
田
以
下
七
手
組
の
面
々
も
陣
取
る
茶
臼
山
に
向
か
い
、
治
長
の
言
葉
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
七
手
組
の
一
人
で
あ
る
伊
藤
長
実
は
、「
そ

れ
ぞ
れ
の
備
え
に
戻
っ
た
方
が
良
い
」
と
判
断
し
、
茶
臼
山
か
ら
下
山
し
た
。

　
〔
26
〕～〔
27
〕　

そ
の
後
一
政
は
、
敵
を
目
前
に
し
て
、
は
や
る
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
先
の
誓
約
（〔
23
〕）
が
あ
る
の
も
構
わ
ず
、

敵
方
か
ら
わ
ず
か
二
・
三
町
（
約
二
・
三
〇
〇
ｍ
）
の
距
離
ま
で
、
誰
よ
り
も
早
く
接
近
し
、
さ
ら
に
同
日
午
の
刻
（
昼
一
二
時
前
後
）
に
は
、
七
・
八
町

（
約
七
・
八
〇
〇
ｍ
）
を
隔
て
て
敵
味
方
睨
み
合
い
が
続
く
中
、
一
政
は
向
か
っ
て
き
た
敵
兵
三
名
の
う
ち
一
人
を
鑓
で
突
き
伏
せ
、
首
級
を
得
た
。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
戦
闘
で
、
鑓
が
塩
首
（
鑓
の
穂
先
と
柄
が
接
し
た
部
分
）
か
ら
二
つ
に
折
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
あ
る
。

　
〔
28
〕　

一
政
は
先
の
戦
闘
に
お
い
て
、
先
駆
け
を
務
め
た
こ
と
を
自
負
し
て
お
り
、
加
え
て
戦
場
が
大
場
（
広
場
）
で
あ
っ
た
か
ら
目
撃
者
も
多
い
と
し

て
、
同
じ
く
先
駆
け
を
行
っ
た
徳
岡
十
右
衛
門
や
、
山
口
勘
右
衛
門
な
ど
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
政
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
現
住
所
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
右
の
者
た
ち
と
終
戦
後
も
長
期
に
渡
り

連
絡
を
取
り
続
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
』
に
も
、「
茶
臼
山
鑓
合
候
事
ニ
付
、
後
末
為
證
拠
徳
岡
十
左
衛
門
・
山
口
勘

右
衛
門
・
渡
辺
縫
殿
助
書
状
往
返
仕
候
、
右
古
書
共
今
以
伝
来
仕
候
」
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
将
来
大
名
家
へ
仕
官
す
る
際
の
戦
功
証
明
の
手
段
と
し
て
、
同

じ
戦
場
に
居
た
者
同
士
、
互
い
に
書
簡
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
終
戦
後
に
お
け
る
仕
官
に
向
け
た
協
力
は
、
一
政
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
大
坂
落
人
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
行
動
で
あ
る）

11
（

。

　
〔
29
〕～〔
30
〕　

そ
の
後
豊
臣
方
の
軍
勢
が
崩
れ
始
め
、
い
よ
い
よ
敗
北
が
迫
っ
て
く
る
と
、
一
政
は
主
君
で
あ
る
秀
頼
の
最
期
が
気
に
な
り
出
し
、
急
ぎ
大

坂
城
内
に
戻
っ
た
。
城
内
は
人
が
少
な
く
、
秀
頼
の
側
に
は
大
野
治
長
と
小
姓
が
一
人
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
言
う
。
一
政
は
秀
頼
に
対
し
、「
自
害
は
ど

こ
で
な
さ
る
の
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
天
守
閣
に
用
意
せ
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
一
政
は
秀
頼
が
自
害
す
る
予
定
場
所
に
畳
を
重
ね
て
敷
き
、
そ
の
上

に
鉄
砲
薬
を
置
い
た）

1（
（

。
そ
の
後
秀
頼
に
準
備
が
整
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。

　
〔
31
〕～〔
32
〕　

秀
頼
が
天
守
閣
に
登
っ
た
と
こ
ろ
、
大
野
治
長
が
後
か
ら
や
っ
て
き
て
、「
味
方
の
軍
勢
が
盛
り
返
し
た
」
と
虚
偽
の
報
告
を
し
て
、
秀
頼

の
自
害
を
何
と
か
止
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
一
政
は
、「
も
は
や
千
畳
敷
に
も
火
の
手
が
回
っ
て
お
り
、
味
方
が
盛
り
返
し
た
と
い
う
の
は
偽
り
で
あ



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

九
九

る
。
最
期
の
時
を
い
た
ず
ら
に
延
ば
せ
ば
生
き
恥
を
晒
す
こ
と
に
な
り
、
秀
頼
の
名
に
傷
が
付
く
」
と
抗
議
し
た
が）

11
（

、
速
水
と
大
野
治
長
の
二
人
が
強
く
主
張

し
た
た
め
、
秀
頼
は
天
守
閣
を
降
り
た
。
こ
こ
で
秀
頼
は
月
見
矢
倉
（
大
坂
城
本
丸
奥
御
殿
北
西
の
矢
倉
、
図
①
参
照
）
か
ら
下
を
覗
い
た
と
こ
ろ
、
敵
が
す

ぐ
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
渡
辺
糺
も
戦
況
を
把
握
し
た
た
め
か
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
切
腹
を
遂
げ
た
。

　
〔
31
〕
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、〔
15
〕
の
記
述
と
並
び
、
こ
こ
で
も
一
政
が
、
同
じ
豊
臣
家
中
で
あ
り
な
が
ら
、
治
長
と
は
見
解
を
全
く
異
に
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
後
の
軍
記
物
語
で
は
、
忠
臣
片
桐
且
元
と
佞
臣
大
野
治
長
と
い
っ
た
よ
う
に
対
照
的
な
人
物
造
形
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
描
写

は
、
原
典
で
あ
る
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
作
者
・
一
政
が
且
元
の
頼
子
で
あ
る
と
言
う
立
場
と
、
一
政
の
治
長
に
対
す
る
認
識
（
嫌
悪
）
を
反
映
し
て
創
作
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
〔
33
〕　

一
政
が
煙
に
咽
な
が
ら
、
月
見
矢
倉
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
、
正
栄
尼
は
長
男
の
糺
が
死
ん
だ
こ
と
に
悲
嘆
し
て
、「
介
錯
し
て
く
れ
」
と
一
政
に
懇
願

し
て
き
た
の
で
こ
れ
を
切
っ
た
。
そ
の
他
比
丘
尼
三
名
の
介
錯
も
一
政
が
務
め
た
。
介
錯
に
先
立
ち
皆
狼
狽
え
て
、
言
葉
を
発
す
る
も
の
も
い
な
か
っ
た
と
あ

る
。

　
〔
34
〕　

秀
頼
が
月
見
矢
倉
に
入
る
と
、
皆
い
よ
い
よ
最
期
を
覚
悟
し
て
意
気
消
沈
し
て
い
た
。
一
政
は
「
僭
越
な
が
ら
、
自
分
が
手
本
を
示
そ
う
」
と
言
っ

て
脇
差
を
抜
き
、
率
先
し
て
切
腹
を
果
た
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
津
川
近
治
・
毛
利
勝
永
が
や
っ
て
来
て
、
あ
え
な
く
矢
倉
の
外
に
連
れ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
言
う）

11
（

。

　

以
上
〔
22
〕
か
ら
〔
34
〕
が
、
一
政
の
記
す
大
坂
夏
の
陣
か
ら
大
坂
落
城
間
際
ま
で
の
豊
臣
家
中
の
様
相
で
あ
る
。「
浅
井
一
政
自
記
」
の
中
で
も
、
と
り

わ
け
臨
場
感
溢
れ
る
描
写
が
続
く
が
、
こ
こ
で
は
、
改
め
て
豊
臣
家
中
の
意
思
不
統
一
な
状
況
と
、
終
戦
後
に
お
け
る
落
人
同
士
の
交
流
を
具
体
的
に
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
た
。

３
．
常
高
院
の
使
者
と
し
て
の
働
き

　
〔
35
〕　

五
月
八
日
の
朝
、
一
政
は
秀
頼
か
ら
常
高
院
（
浅
井
長
政
の
二
女
で
若
狭
小
浜
藩
主
京
極
高
次
の
正
室
）
の
元
へ
使
い
に
行
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た

が
、
こ
れ
を
一
端
は
断
っ
た
。
し
か
し
、
敵
の
真
っ
只
中
に
、
敢
え
て
使
者
を
務
め
る
者
な
ど
他
に
な
く
、
ま
た
、
秀
頼
か
ら
は
ど
う
し
て
も
と
乞
わ
れ
た
た

め
、
一
政
は
不
服
な
が
ら
こ
れ
を
引
き
受
け
た
。
な
お
、「
浅
井
一
政
自
記
」
で
は
、
常
高
院
に
対
す
る
伝
達
内
容
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ



一
〇
〇

の
趣
旨
は
、
母
淀
の
助
命
嘆
願
を
徳
川
方
に
伝
え
て
貰
う
依
頼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
常
高
院
は
母
淀
の
妹
で
あ
り
、
か
つ
将
軍
秀
忠
の
妻
・
江
の
姉
で

（
系
図
参
照
）、
家
康
と
も
面
識
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
も
豊
臣
方
と
徳
川
方
の
仲
介
役
を
務
め
て
い
た）

11
（

。
ま
た
、
一
政
が
自
分
た
ち
と
同
じ
浅
井
の

血
統
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
高
院
へ
の
使
者
と
し
て
適
任
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う）

11
（

。

　

早
速
一
政
は
京
極
忠
高
（
常
高
院
の
養
子
で
二
代
小
浜
藩
主
）
の
陣
所
を
尋
ね
て
み
る
と
、
京
極
家
中
の
井
口
左
京
が
答
え
る
と
こ
ろ
、
常
高
院
は
す
で
に

陣
所
を
去
り
、
田
中
（
現
在
の
大
阪
府
茨
木
市
田
中
町
ヵ
）
ま
で
移
動
し
た
と
言
う
。
な
お
、
こ
の
後
井
口
は
一
政
の
使
者
役
と
し
て
行
動
を
供
に
す
る
。
そ

こ
で
一
政
は
秀
頼
の
居
る
大
坂
城
月
見
矢
倉
ま
で
井
口
を
向
か
わ
せ
、
右
内
容
を
伝
え
て
貰
っ
た
と
こ
ろ
、「
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
必
ず
常
高
院
に
会
う

よ
う
に
」
と
の
仰
せ
が
下
っ
た
の
で
、
田
中
ま
で
向
か
っ
た
。
田
中
に
到
着
し
、
常
高
院
と
面
会
す
る
こ
と
が
叶
っ
た
が
、
忠
高
に
了
解
を
得
た
上
で
返
事
を

伝
え
る
と
仰
せ
に
な
っ
た
た
め
、
一
政
は
常
高
院
と
共
に
、
再
び
忠
高
の
陣
所
へ
と
赴
く
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
常
高
院
か
ら
秀
頼
へ
の
返
事
を
受
け
取
り
、
大

坂
城
の
水
の
手
口
よ
り
城
内
へ
戻
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
井
伊
直
孝
の
部
隊
に
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
う）

11
（

。
一
政
は
直
孝
に
対
し
事
情
を
説
明
し
て
、
捕
縛
を
解

き
、
大
坂
城
内
へ
通
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
た
と
こ
ろ
、「
忠
高
殿
か
ら
切
手
（
証
書
）
が
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
入
城
し
て
も
良
い
」
と
の
事
だ
っ
た

の
で
、
忠
高
の
陣
所
ま
で
井
口
を
遣
わ
し
た
が
、
忠
高
か
ら
断
ら
れ
、
証
書
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
度
は
且
元
の
陣
所
へ
井
口
を
遣
わ

し
、
且
元
の
力
添
え
で
大
坂
再
入
城
を
果
た
そ
う
と
試
み
た
が
、
井
口
が
い
ま
だ
戻
ら
ぬ
内
に
月
見
矢
倉
が
出
火
し
、
秀
頼
以
下
皆
切
腹
を
遂
げ
た
と
の
知
ら

せ
が
届
く
。
な
お
、
秀
頼
の
自
害
し
た
場
所
に
つ
い
て
は
、「
東
ノ
矢
蔵
」（『
豊
内
記
』）・「
ゑ
ん
せ
う
（
煙
硝
）
蔵
」（『
大
坂
陣
山
口
休
庵
咄
』）
な
ど
史
料

に
拠
っ
て
記
述
は
区
々
で
、
一
政
自
身
も
秀
頼
の
最
期
に
立
ち
会
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
場
所
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
後
一
政
は
秀
頼
に
対
し

追
腹
（
殉
死
）
を
遂
げ
る
こ
と
な
く
、
京
都
へ
と
護
送
さ
れ
た
。

　

京
都
に
到
着
し
た
一
政
は
、
大
坂
落
人
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
た
が
、
恐
ら
く
は
常
高
院
に
よ
る
助
命
嘆
願
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

辛
く
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
出
来
た）

11
（

。
な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
政
は
そ
の
後
前
田
利
常
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
が
、
一
政
の
雇
用
に
あ
た
っ
て
は
、
特
別

な
理
由
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
常
の
正
室
は
珠
姫
と
言
い
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
と
江
の
二
女
で
、
淀
の
姪
に
あ
た
る
（
系
図
参
照
）。
そ

の
た
め
に
利
常
は
、
か
つ
て
一
政
が
妻
の
叔
母
で
あ
る
淀
を
救
う
た
め
に
使
者
と
し
て
奔
走
し
て
く
れ
た
感
謝
の
印
と
し
て
、
内
証
で
一
政
を
召
し
抱
え
た
の

だ
と
伝
わ
る）

11
（

。

　
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
通
読
す
る
と
、
一
政
の
有
す
る
様
々
な
人
脈
が
看
取
出
来
る
が
、〔
35
〕
か
ら
は
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
浅
井
の
血
統
が
果
た
し
た



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
〇
一

役
割
の
大
き
さ
を
改
め
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ま
ず
、
近
世
初
期
に
成
立
し
た
軍
記
物
語
『
豊
内
記
』
の
記
述
を
追
う
中
で
、
典
拠
史
料
の
一
つ
と
し
て
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
新
た
に
見
出
し

（
第
一
章
）、
そ
の
書
誌
情
報
を
確
定
し
た
（
第
二
章
）。
さ
ら
に
は
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
載
内
容
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
（
第
三
章
）。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
成
果
の
う
ち
、
前
掲
の
課
題
に
照
ら
し
て
、
最
後
に
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
次

の
三
点
で
あ
る
。

　
（
１
）　

大
坂
城
退
去
前
の
片
桐
且
元
と
豊
臣
秀
頼
が
、
平
和
的
な
解
決
方
法
を
模
索
し
、
多
岐
に
渡
る
交
渉
を
続
け
て
い
た
こ
と
。
周
知
の
如
く
、
両
者
は

最
終
的
に
決
裂
し
て
し
ま
う
も
の
の
、
且
元
が
自
身
の
屋
敷
に
籠
っ
て
い
る
間
、
全
く
の
没
交
渉
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
内
紛
に
よ
る
犠
牲
者
が
出
る
こ

と
を
瀬
戸
際
で
止
め
る
た
め
、
双
方
が
了
解
を
取
り
つ
つ
、
様
々
な
妥
協
策
が
提
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
政
が
「
秀
頼
と
市
正

と
の
間
埒
を
一
端
明
申
事
」
と
認
識
し
た
如
く
、
僅
か
で
あ
れ
、
両
者
間
の
緊
張
も
緩
和
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
２
）　

豊
臣
家
内
部
の
意
思
不
統
一
な
様
相
に
つ
い
て
。
秀
頼
の
母
・
淀
が
、
政
務
に
介
入
し
、
時
に
当
主
で
あ
る
秀
頼
を
差
し
置
い
て
で
も
我
を
通
そ
う

と
す
る
姿
が
看
取
で
き
た
。
さ
ら
に
、
豊
臣
家
内
部
の
意
思
統
一
を
阻
害
す
る
要
因
は
淀
だ
け
で
は
な
く
、
大
野
治
長
ら
重
臣
の
存
在
も
あ
り
、
秀
頼
は
彼
ら

の
行
動
を
御
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
１
）
で
指
摘
し
た
通
り
、
解
決
の
目
途
が
付
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
方
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
理
由
は
、

こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
こ
う
し
た
豊
臣
家
内
部
の
不
穏
当
な
状
況
は
先
行
研
究
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
改
め
て
豊
臣
家
中
に
居
た
人
物

に
よ
る
証
言
が
得
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
ま
た
、
一
政
に
よ
る
右
の
よ
う
な
理
解
が
、
そ
の
後
の
軍
記
物
語
に
お
け
る
豊
臣
家
中
の
描
写
、
た
と
え
ば
忠
臣

片
桐
且
元
・
佞
臣
大
野
治
長
・
悪
女
淀
像
な
ど
の
創
造
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る）

11
（

。

　
（
３
）　

終
戦
後
に
お
け
る
大
坂
落
人
の
処
遇
に
つ
い
て
。
落
人
に
関
し
て
は
関
連
史
料
が
乏
し
く
、
そ
の
実
態
が
な
か
な
か
掴
め
な
い
の
が
現
状
だ
が
、
浅

井
一
政
に
つ
い
て
は
、「
浅
井
一
政
自
記
」
を
始
め
と
し
て
関
連
史
料
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
一
政
が
血
縁
・
旧
主
・
戦
友
な

ど
、
様
々
な
繋
が
り
を
頼
み
と
し
て
最
終
的
に
加
賀
藩
へ
の
仕
官
を
叶
え
た
こ
と
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
回
明
ら
か
と
な
っ
た
一
政
の
来
歴
は
、
今
後
他



一
〇
二

の
落
人
の
事
例
を
考
え
る
上
で
重
要
な
基
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
他
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
で
も
触
れ
た
通
り
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
文
学
・
あ
る
い
は
建
築
史
上
に
お
け
る
重
要

な
論
点
も
含
ま
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
た
め
、
今
後
は
こ
れ
ら
隣
接
す
る
諸
分
野
の
研
究
成
果
を
組
み
込
み
つ
つ
、
当
該
史
料
に
関
し
て
改
め
て
精
緻
な
検
討
を

行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
稿
を
改
め
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
し
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
と
し
た
い
。

注

（
1
）�

大
坂
の
陣
全
体
を
扱
っ
た
近
年
の
著
作
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
笠
谷
和
比
古
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）・
渡
邉
大
門
『
大
坂

落
城
―
戦
国
終
焉
の
舞
台
』
角
川
選
書
、
二
〇
一
二
年
）・
曽
根
勇
二
『
大
坂
の
陣
と
豊
臣
秀
頼�

敗
者
の
日
本
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）�

『
難
波
戦
記
』
に
先
行
す
る
軍
記
と
し
て
、
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
坂
物
語
』
が
あ
る
。
な
お
、
大
坂
の
陣
に
関
す
る
軍
記
物
語
の
成
立
と
そ

の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は
、
青
木
晃
「
大
坂
ノ
陣
の
文
学
世
界
」（『
軍
記
物
語
の
窓
第
一
集
』
一
九
九
七
年
）
同
「「
大
坂
ノ
陣
」・
敗
者
の
文
学
―
例
え
ば
『
大
坂
籠

城
記
』『
大
坂
落
城
記
』
な
ど
―
」（『
国
文
学
』
七
十
八
、
一
九
九
九
年
）・
高
橋
圭
一
『
大
坂
城
の
男
た
ち
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）・
井
上
泰
至
・
堀
新
編
『
秀

吉
の
虚
像
と
実
像
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）�

「
豊
内
記
」（
古
典
遺
産
の
会
『
戦
国
軍
記
事
典�
天
下
統
一
編
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
）・
前
掲
注（
２
）高
橋
著
五
〇
～
五
十
三
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、

『
難
波
戦
記
』
に
つ
い
て
は
、『
豊
内
記
』
の
他
に
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
成
立
し
た
『
慶
長
軍
記
』
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
慶
長
軍
記
』
に
つ
い
て
は
、

井
上
泰
至
「
軍
学
者
の
想
像
力�

植
木
悦
」（
同
『
サ
ム
ラ
イ
の
書
斎
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）�

阿
部
一
彦
「『
大
坂
物
語
』
と
『
豊
内
記
』」（
同
『『
太
閤
記
』
と
そ
の
周
辺
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
）。
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
）�

前
掲
注（
４
）阿
部
論
文
参
照
。
そ
の
他
、『
豊
内
記
』
に
は
近
江
浅
井
氏
の
記
事
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、『
豊
内
記
』
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
浅
井
氏
関
係
者
の
関

与
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
３
『
戦
国
軍
記
事
典
』）。

（
6
）�

「
戦
功
覚
書
」
と
は
、
戦
国
時
代
を
生
き
た
武
士
が
後
年
（
慶
長
～
寛
永
期
）
に
な
っ
て
自
身
の
戦
功
を
振
り
返
り
、
書
き
立
て
た
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。
戦
功
覚
書
の

史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
金
子
拓
『
記
憶
の
歴
史
学　

史
料
に
み
る
戦
国
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）・
竹
井
英
文
「『
戦
功
覚
書
』
と
城
郭
研
究
」（
齋
藤
慎
一
編
『
城

郭
と
中
世
史
料
―
機
能
論
の
探
求
―
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）�

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
。

（
8
）�

「
豊
内
記
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）。

（
9
）�

近
年
、
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
宛
の
書
簡
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
豊
臣
家
滅
亡
直
前
に
お
け
る
家
臣
た
ち
の
裏
切
り
や
放
火
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
報



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
〇
三

道
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
当
該
史
料
を
発
掘
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、「
あ
く
ま
で
当
時
の
噂
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
研

究
上
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
史
料
批
判
を
行
い
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
疑
う
べ
き
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
注
意
を
喚
起
し
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
（「
ハ
ー
グ
国
立

文
書
館
所
蔵
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
の
調
査
に
関
す
る
説
明
」http://research.nichibun.ac.jp/ja/im

ages/pdf/pj-holland_3.pdf

）。

（
10
）�
『
大
日
本
史
料
十
二
編
之
十
四
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
一
八
五
～
一
九
四
頁
）・『
大
日
本
史
料
十
二
編
之
十
五
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、

一
九
四
～
一
九
六
頁
）・『
新
修
大
阪
市
史
史
料
編�

第
五
巻
』、
大
阪
市
、
二
〇
〇
六
年
、
五
四
〇
～
五
四
一
頁
）。

（
11
）�

櫻
井
成
廣
『
豊
臣
秀
吉
の
居
城　

大
坂
城
編
』（
日
本
城
郭
資
料
館
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）。

（
12
）�

藤
田
実
「
宇
佐
美
定
祐
と
『
大
坂
御
陣
覚
書
』」（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
坂
御
陣
覚
書
』
二
〇
一
一
年
）。
そ
の
他
平
山
優
『
真
田
信
繁
―
幸
村
と
呼
ば
れ
た
男
の

真
実
―
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
五
年
）
で
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）�

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
加
越
能
文
庫
所
収
、
史
料
番
号
特
一
六
・
三
一
―
〇
六
五
、
枝
番
号
一
七
〇
。

（
14
）�

秀
頼
の
母
で
あ
る
淀
も
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
に
至
る
ま
で
、
表
立
っ
て
父
母
（
浅
井
長
政
・
お
市
の
方
）
の
鎮
魂
を
行
う
こ
と
を
控
え
て
い
た
（
田
端
泰
子

「『
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
』
に
収
斂
す
る
淀
殿
の
役
割
」『
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
一
一
』
二
〇
〇
三
年
）。

（
15
）�

「
今
木
」
の
読
み
は
、「
諸
士
系
譜
一
六
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
加
越
能
文
庫
所
収
、
史
料
番
号
特
一
六
・
三
一
―
一
六
、
枝
番
号
四
九
）
に
倣
っ

た
。

（
16
）�

東
福
門
院
も
江
の
五
女
と
し
て
浅
井
の
血
筋
を
引
い
て
お
り
（
系
図
参
照
）、
そ
の
た
め
、
同
じ
血
縁
が
も
と
で
対
馬
局
を
召
し
抱
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
17
）�

長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物
館
編
『
浅
井
氏
と
北
近
江
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。
な
お
、「
徳
勝
寺
旧
記
」（『
布
施
巻
太
郎
氏
所
蔵
文
書
』
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
六
一
七
一
・
六
一
―
九
三
）
に
拠
れ
ば
、
政
右
衛
門
が
徳
勝
寺
に
木
像
を
寄
進
し
た
の
は
、
浅
井
長
政
百
回
忌
法
要
の
時
で
あ
り
、
寛
文
十
二
年
（
一

六
七
二
）
年
九
月
一
日
に
、「
加
州
浅
井
源
右
衛
門
」
名
義
で
銀
二
枚
を
香
典
料
と
し
て
徳
勝
寺
に
進
献
し
て
い
る
（
史
料
情
報
に
つ
い
て
林
晃
弘
氏
に
御
教
示
い
た
だ
い

た
）。

（
18
）�

慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
段
階
に
お
け
る
豊
臣
家
の
重
臣
の
名
を
列
挙
し
た
『
禁
裏
御
普
請
帳
』（
松
尾
美
恵
子
「
慶
長
の
禁
裏
普
請
と
「
家
康
之
御
代
大
名
衆
知
行

高
辻
」
帳
」『
学
習
院
時
女
子
大
学
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
）
や
「
豊
臣
秀
頼
御
上
洛
之
次
第
」（
拙
稿
「
山
口
県
文
書
館
所
蔵
『
豊
臣
秀
頼
御
上
洛
之
次
第
』
に

つ
い
て
」
山
本
博
文
編
『
法
令
・
人
事
か
ら
見
た
近
世
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
、
二
〇
一
四
年
）
に
は
一
政
の
名
は
見
出

せ
な
い
。

（
19
）�

秀
吉
死
後
の
豊
臣
家
中
は
慢
性
的
な
人
材
不
足
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
淀
―
秀
頼
母
子
に
繋
が
る
ご
く
少
数
の
私
的
人
脈
で
豊
臣
家
政
を
運
営
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
中
で
も
淀
と
血
縁
関
係
に
あ
る
織
田
氏
の
立
場
が
相
対
的
に
浮
上
し
、
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
川
雄
「
信

長
は
秀
吉
を
ど
の
よ
う
に
重
用
し
た
の
か
」
日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
信
長
研
究
の
最
前
線
―
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
「
革
新
者
」
の
実
像
―
』
洋
泉
社
、
二
〇
一
四



一
〇
四

年
・
和
田
裕
弘
「
織
田
家
の
人
び
と
と
大
坂
の
陣
」『
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
！

大
坂
の
陣
と
豊
臣
秀
頼
』
新
人
物
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）。

（
20
）�

加
賀
藩
士
の
事
績
を
抄
録
し
た
「
真
偽
一
統
志
抄
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
加
越
能
文
庫
所
収
、
史
料
番
号
特
一
六
・
三
四
―
一
〇
六
）
に
は
、「
片

桐
市
正
茨
木
城
へ
籠
候
時
危
キ
難
儀
源
右
衛
門
の（

逃
）か

し
候
故
、
其
子
孫
片
桐
主
膳
よ
り
合
力
米
五
百
石

銀
・

米
也

送
之
、
京
都
に
て
心
易
牢
人
暮
罷
有
候
よ
し
」
と
あ
る
。

（
21
）�
「
政
隣
記
」（『
加
賀
藩
史
料
第
三
編
』
明
治
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
三
〇
年
、
一
六
二
頁
）。

（
22
）�

金
沢
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
野
田
山
・
加
賀
藩
主
前
田
家
墓
所
調
査
報
告
書
』
金
沢
市
、
二
〇
〇
八
年
）。
な
お
、
現
在
野
田
山
に
あ
る
一
政
の
墓
標
は
、
明
治

三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
五
月
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
23
）�

山
本
博
文
『
加
賀
繫
盛
記
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）・
長
屋
隆
幸
「『
戦
功
書
上
』
の
成
立
に
つ
い
て
」（
同
『
近
世
の
軍
事
・
軍
団
と
郷
士
た
ち
』
清
文
堂
出

版
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
表
紙
に
は
、「
於
大
坂
浅
井
源
右
衛
門
裁
判
始
末
覚
書
」
と
あ
り
、
ま
た
、
文

章
末
尾
に
は
、「
此
外
ニ
少
々
裁
判
の
事
候
へ
共
、
書
の
せ
不
申
候
」
と
の
記
載
が
み
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
加
賀
藩
当
局
が
一
政
の
戦
功
を
審
査
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
真

偽
を
め
ぐ
っ
て
何
ら
か
の
不
備
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
不
備
を
補
う
べ
く
一
政
は
、
自
身
の
戦
功
証
明
と
し
て
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
執
筆
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
24
）�

前
掲
注（
12
）藤
田
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
25
）�

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
十
巻
一
八
八
～
一
八
九
頁
参
照
。

（
26
）�

岡
嶋
大
峰
「
加
賀
藩
に
お
け
る
大
坂
の
陣
論
功
行
賞
と
家
中
統
制
（
報
告
要
旨
）」（『
日
本
史
研
究
』
六
四
四
、
二
〇
一
六
年
）。

（
27
）�

「
浅
井
一
政
自
記
」
に
は
包
紙
が
一
枚
付
属
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
渡
瀬
弥
次
右
衛
門
と
の
へ
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
「
渡
瀬
弥
次
右
衛
門
」
は
、
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
に
作
成
さ
れ
た
「
大
坂
一
巻
」（『
加
賀
藩
史
料　

第
二
編
』
三
三
八
頁
）
に
、
大
坂
の
陣
に
お
い
て
戦
功
を
挙
げ
た
加
賀
藩
士
（
御
小
姓
衆
）
の
一
人
と
し

て
そ
の
名
が
み
え
る
。
た
だ
し
、「
渡
瀬
弥
次
右
衛
門
」
の
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
、
一
政
が
何
故
こ
の
人
物
に
覚
書
を
託
し
た
の
か
、
仕
官
の
際
の
窓
口
に
な
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
考
を
俟
ち
た
い
。

（
28
）�

徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史　

家
康
時
代
中
巻
』（
民
友
社
、
一
九
二
三
年
、
一
七
九
～
一
九
五
頁
）・
辻
善
之
助
「
片
桐
且
元
論
」（
同
『
日
本
文
化
史
別
録
三
』

春
秋
社
、
一
九
五
三
年
）・
曽
根
勇
二
『
片
桐
且
元
（
人
物
叢
書
）』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）・
福
田
千
鶴
『
淀
殿
―
わ
れ
太
閤
の
妻
と
な
り
て
―
』
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）・
長
浜
市
歴
史
博
物
館
編
『
片
桐
且
元
―
豊
臣
家
の
命
運
を
背
負
っ
た
武
将
―
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
の

こ
と
。

（
29
）�

注（
２
）高
橋
著
二
十
七
頁
参
照
の
こ
と
。

（
30
）�

一
政
は
奥
へ
直
接
赴
く
こ
と
は
せ
ず
、
淀
や
秀
頼
が
奥
に
居
る
場
合
に
は
取
次
を
介
し
て
用
向
き
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
正
月
五
日
付

で
発
布
さ
れ
た
大
坂
城
中
法
度
（「
天
城
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
三
〇
七
一
・
五
四
―
九
〇
）
に
大
坂
城
本
丸
奥
御
殿
の
内
側
へ
の
男
子
禁
制
が
規
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
よ
う
。
な
お
、
奥
へ
の
取
次
と
し
て
こ
こ
で
は
饗
庭
局
が
登
場
す
る
が
、
前
掲
系
図
を
参
照
す
れ
ば
、
饗
庭
局
は
浅
井
亮
政
の
孫
娘
に
あ
た



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
〇
五

る
。
そ
の
た
め
一
政
は
同
じ
浅
井
家
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
誼
に
、
数
居
る
女
房
衆
の
内
で
も
饗
庭
局
を
頼
み
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
31
）�

「
帝
鑑
之
間
」
の
名
称
は
、
豊
臣
時
代
の
大
坂
城
本
丸
御
殿
の
詳
細
を
描
い
た
『
中
井
家
本
丸
図
』
に
は
記
載
は
な
い
も
の
の
、〔
６
〕
に
拠
れ
ば
、「
お
く
と
お
も
て
の

ろ
う
か
」
に
隣
接
し
た
部
屋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
櫻
井
は
こ
の
記
述
を
、
大
坂
城
表
御
殿
と
奥
御
殿
を
繋
ぐ
廊
下
で
あ
る
と
す
る
解
釈
を
示
し
、
そ
の
結
果
「
帝
鑑

之
間
」
を
表
御
殿
御
対
面
所
（
図
①
〇
囲
い
の
部
屋
）
の
一
角
に
比
定
し
て
い
る
（
前
掲
注（
11
）櫻
井
著
一
六
六
～
一
六
八
頁
参
照
）。
し
か
し
、『
中
井
家
本
丸
図
』
を

参
照
す
る
と
、
大
坂
城
に
お
け
る
表
御
殿
と
奥
御
殿
は
廊
下
で
繋
が
っ
て
は
お
ら
ず
、
ま
っ
た
く
別
個
の
建
物
で
あ
り
、
外
に
出
て
鉄
御
門
を
通
ら
な
け
れ
ば
互
い
に
行

き
来
出
来
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
図
①
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
「
お
も
て
」
と
は
、
大
坂
城
表
御
殿
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
前
掲
注（
30
）

大
坂
城
中
法
度
に
注
目
す
る
と
、
男
子
が
立
ち
入
っ
て
も
よ
い
限
界
は
、
奥
御
殿
「
御
広
間
」
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
第
七
～
九
条
）。
こ
の
「
御
広
間
」
に
つ
い
て

は
、『
中
井
家
本
丸
図
』
を
再
び
参
照
す
る
と
、
廊
下
が
敷
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
に
は
「
御
殿
」「
御
納
戸
」「
風
呂
屋
」
と
い
っ
た
部
屋
が
あ
る
（
図
②
参
照
）。
こ

の
区
域
は
大
坂
城
本
丸
の
最
奥
部
で
あ
り
、
秀
頼
母
子
の
私
的
な
生
活
空
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
大
坂
城
奥
御
殿
の
中
は
「
御
広
間
」
を
境
界
と
し
て
表

と
奥
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
城
に
お
け
る
「
中
奥
」「
大
奥
」
に
該
当
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、「
帝
鑑
之
間
」
は
廊
下
に
繋
が
る
「
御
広
間
」

か
、
そ
の
周
辺
の
部
屋
に
比
定
出
来
る
。
な
お
、
豊
臣
時
代
の
大
坂
城
本
丸
奥
御
殿
が
二
つ
の
空
間
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行
し
て
指
摘
が
あ
る
（
福
田

千
鶴
『
豊
臣
秀
頼
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）。

（
32
）�

こ
の
御
誓
文
に
関
し
て
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、〔
７
〕
に
み
る
且
元
の
返
事
か
ら
推
測
す
れ
ば
、「
無
如
在
」
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（
33
）�

「
駿
府
記
」（
国
書
刊
行
会
編
『
史
籍
雑
纂
第
二
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
年
）。

（
34
）�

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
二
〇
七
五
―
七
七
七
。

（
35
）�

【
史
料
１
】
は
【
史
料
２
】
と
異
な
り
、
秀
頼
の
自
筆
で
、
な
お
か
つ
花
押
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
当
主
で
あ
る
且
元
に
、
よ
り
重
き
を
置
い
た
書
札
礼
を
用
い

て
い
る
。

（
36
）�

「
淀
殿
、
秀
頼
公
よ
り
数
通
之
御
た
ば
か
り
の
御
状
、
淀
殿
御
誓
紙
も
被
下
候
得
共
」（「
片
桐
家
文
書
七
十
七
号
文
書　

大
坂
一
乱
之
覚
書
」
芥
川
龍
男
編
『
お
茶
の
水

図
書
館
蔵
成
簣
堂
文
庫
武
家
文
書
の
研
究
と
目
録
（
上
）』
お
茶
の
水
図
書
館
、
一
九
八
八
年
）。

（
37
）�

先
行
研
究
は
と
り
わ
け
淀
の
起
請
文
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
徳
富
猪
一
郎
は
、
前
掲
注（
36
）「
大
坂
一
乱
之
覚
書
」
の
記
載
を
重
視
し
、
起
請
文
は
且

元
を
騙
す
た
め
の
方
便
だ
っ
た
と
評
価
す
る
（
前
掲
注（
28
）徳
富
著
参
照
）。
一
方
福
田
千
鶴
は
、
先
祖
供
養
に
熱
心
だ
っ
た
淀
が
、
実
名
で
、
自
身
の
氏
神
ま
で
含
め
て

誓
約
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
、
起
請
文
は
謀
書
で
は
な
く
、
淀
の
嘘
偽
り
な
い
心
情
を
示
し
て
い
る
と
す
る
（
前
掲
注（
28
）福
田
著
『
淀
殿
』
参
照
）。
本
稿
で
は
福
田
の

見
解
を
支
持
し
、
な
お
か
つ
福
田
の
言
及
し
て
い
な
い
点
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
38
）�

前
掲
注（
34
）「
片
桐
旧
記
写
」
に
収
録
。
書
簡
本
文
中
に
「
し
せ
ん
し（

如

在

）

よ
さ
い
に
も
お
も
ふ
か
と
御
思
候
ハ
ん
と
、
さ
し
あ
た
り
、
い
ら
さ
る
事
に
て
候
へ
と
も
、
し



一
〇
六

よ
さ
い
な
き
と
を
り
せ
い
し
を
も
つ
て
申
候
」
と
あ
り
、
当
初
不
要
と
は
思
っ
た
が
、
且
元
の
心
境
を
酌
ん
で
、
淀
も
秀
頼
に
倣
っ
た
起
請
文
（
前
掲
注（
32
））
を
追
加

し
て
送
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）�
文
中
、「
奥
と
お
も
て
と
の
間
に
ハ
菊
の
屏
風
た
ち
て
お
ふ
く
ろ
御
入
候
」
と
あ
り
、
淀
が
人
目
を
避
け
る
描
写
が
認
め
ら
れ
る
が
、
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
大

坂
城
を
訪
れ
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
拠
れ
ば
、「
関
白
婦
人
（
ね
ね
）
は
宮
殿
や
城
内
で
は
、
い
か
な
る
男
子
に
も
接
し
な
い
の
が
慣
例
で
あ
る
」（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ

ス
著
・
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
日
本
史
一�

豊
臣
秀
吉
一
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
二
一
二
頁
）
と
さ
れ
、
淀
も
こ
れ
に
倣
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
40
）�

後
世
、
悪
女
と
し
て
徳
川
方
の
手
に
拠
り
そ
の
評
価
が
著
し
く
貶
め
ら
れ
た
と
す
る
淀
だ
が
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
記
述
か
ら
、
実
際
に
は
豊
臣
家
中
の
認
識
に
お
い

て
、
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。

（
41
）�

一
政
は
片
桐
家
中
の
発
案
を
且
元
に
伝
達
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、『
豊
内
記
』
で
は
、
あ
ら
す
じ
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
当
該
計
画
を
一
政
に
よ
る
発
案
に
改
変

し
て
い
る
（
表
２
・
11
）。

（
42
）�

治
長
に
よ
る
大
坂
城
本
丸
占
拠
に
は
、
且
元
へ
の
対
抗
措
置
だ
け
で
は
な
く
、
且
元
と
の
和
解
に
向
か
お
う
と
す
る
秀
頼
に
対
し
、
実
力
行
使
を
も
っ
て
翻
意
を
促
そ

う
と
言
う
意
図
も
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
43
）�

前
掲
注（
36
）「
大
坂
一
乱
之
覚
書
」
に
拠
れ
ば
、
且
元
の
蟄
居
先
を
高
野
山
と
す
る
。

（
44
）�

「
当
代
記
」（『
史
籍
雑
纂
第
二
』）
で
は
、
片
桐
家
に
人
質
と
し
て
差
出
さ
れ
た
の
は
大
野
治
長
方
の
人
物
と
さ
れ
る
。
な
お
、
慶
長
十
九
年
九
月
二
十
八
日
付
で
京
都

所
司
代
の
板
倉
勝
重
が
伊
勢
桑
名
藩
主
本
多
忠
政
に
宛
て
た
書
簡
中
に
、「
早
々
立
退
不
申
候
者
、
や
き
つ
く
し
可
申
と
の
使
、
秀
頼
ゟ
立
申
」
と
す
る
過
激
な
描
写
が
あ

る
が
（「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」
大
阪
城
天
守
閣
編
『
大
坂
城
・
上
田
城
友
好
城
郭
提
携
10
周
年
記
念
真
田
幸
村
の
生
涯
を
彩
っ
た
人
た
ち
』
二
〇
一
六
年
、
一
三
五

頁
）、
同
時
代
史
料
で
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
城
外
に
居
た
者
の
伝
聞
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
仮
に
こ
の
よ
う
な
立
ち
退
き
強
要
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
浅
井
一

政
自
記
」
の
記
述
に
み
る
、
こ
れ
ま
で
の
両
家
の
交
渉
過
程
を
踏
ま
え
れ
ば
、
秀
頼
は
、
城
外
退
去
か
焼
き
討
ち
か
の
二
者
択
一
を
突
如
迫
っ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
穏

当
な
命
令
が
ま
ず
は
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
45
）�

一
政
と
共
に
使
者
を
務
め
た
速
水
を
始
め
と
す
る
七
組
衆
に
つ
い
て
も
、「
右
七
手
組
之
頭
ハ
、
諸
牢
人
壱
人
も
抱
申
不
、
是
ハ
大
野
修
理
、
七
組
頭
ハ
江
戸
へ
内
通
有

之
由
疑
と
て
、
人
数
抱
さ
せ
不
申
候
」（「
大
阪
陣
山
口
休
庵
咄
」
続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
続
々
群
書
類
従
四
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
参
戦

を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
46
）�

寺
尾
勝
右
衛
門
は
、
大
坂
落
城
時
秀
頼
と
共
に
自
刃
し
た
近
習
の
一
人
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
る
（『
綿
考
輯
録
巻
三
』
出
水
書
院
、
一
九
八
九
年
、
三
十
三
頁
）。

（
47
）�

信
繁
は
五
月
六
日
に
大
坂
道
明
寺
に
お
け
る
戦
闘
に
参
加
し
た
後
、
冬
の
陣
で
家
康
が
布
陣
し
た
茶
臼
山
を
占
拠
し
再
利
用
し
た
。
こ
の
時
信
繁
が
対
峙
し
て
い
た
の

は
越
前
松
平
忠
直
の
軍
勢
で
あ
り
、
そ
の
後
信
繁
は
天
王
寺
の
戦
い
に
お
い
て
越
前
勢
と
の
戦
闘
で
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

（
48
）�

こ
の
よ
う
に
秀
頼
が
不
出
馬
に
終
わ
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
①
徳
川
方
の
謀
略
、
②
豊
臣
家
内
部
の
意
思
不
統
一
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注（
31
）



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
〇
七

福
田
著
『
豊
臣
秀
頼
』
参
照
）。

（
49
）�

「
沢
田
次
左
衛
門
」
は
『
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
』（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
加
越
能
文
庫
所
収
、
史
料
番
号
特
一
六
・
三
一
―
〇
六
五
、
枝
番
号
四

一
八
二
）
に
拠
れ
ば
、
知
行
四
〇
〇
〇
石
の
加
賀
藩
士
で
、
一
政
の
戦
功
審
査
に
関
与
し
て
い
た
た
め
に
、
沢
田
の
元
に
山
口
勘
右
衛
門
の
証
言
が
寄
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。
な
お
、
沢
田
は
寛
永
十
二
年
に
病
没
す
る
た
め
、「
浅
井
一
政
自
記
」
は
そ
れ
以
前
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
出
来
る
。

（
50
）�

詳
細
は
、
拙
稿
「
大
坂
落
人
高
松
久
重
の
仕
官
活
動
と
そ
の
背
景
―
戸
村
義
国
と
の
往
復
書
簡
を
題
材
と
し
て
―
」（『
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
』
六
十
二
、

二
〇
一
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
51
）�

福
田
千
鶴
は
、
秀
頼
の
事
例
を
含
め
、
戦
国
期
に
お
け
る
天
守
閣
の
機
能
を
広
く
検
討
す
る
中
で
、
落
城
時
に
は
、
城
主
は
天
守
内
で
一
族
・
眷
属
を
殺
し
た
後
、
自

身
も
切
腹
し
、
そ
の
上
で
天
守
を
自
焼
す
る
と
言
う
作
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
「
天
守
と
江
戸
人
の
心
―
機
能
か
ら
み
る
城
郭
観
」
岩
下
哲
典
＋「
城

下
町
と
日
本
人
の
心
研
究
会
編
」『
城
下
町
と
日
本
人
の
心
性
―
そ
の
表
象
・
思
想
・
近
代
化
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

（
52
）�

「
浅
井
一
政
自
記
」
の
末
尾
に
、「
秀
頼
へ
達
而
切
腹
す
ゝ
め
申
者
我
等
一
人
に
て
候
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
頼
へ
自
害
を
勧
め
た
こ
と
を
、
一
政
は
先
駆
け
の
戦
功

と
並
ん
で
、
加
賀
藩
へ
の
仕
官
の
際
の
売
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
結
果
加
賀
藩
で
は
一
政
の
存
在
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
有
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
と
り

わ
け
秀
頼
の
最
期
を
知
る
人
物
と
し
て
周
囲
に
は
記
憶
さ
れ
て
お
り
、『
金
澤
古
蹟
志
』
に
は
利
常
の
談
話
と
し
て
、
一
政
の
殉
死
に
つ
い
て
、「（
一
政
は
）
大
坂
に
て
腹

を
切
り
損
ぜ
し
も
の
ぞ
、
此
度
切
ら
せ
〳
〵
と
宣
ふ
と
ぞ
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
（
森
田
平
次
編
『
金
沢
古
蹟
志
巻
二
十
四
』（
金
沢
文
化
協
会
、
一
九
三
三
年
、
十
六

頁
）。

（
53
）�

津
川
近
治
に
つ
い
て
は
、
木
下
聡
「
総
論�

斯
波
氏
の
動
向
と
系
譜
」（
同
編
『
室
町
幕
府
の
研
究�

第
一
巻　

管
領
斯
波
氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
を
、
毛
利

勝
永
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
福
匡
『
真
田
よ
り
活
躍
し
た
男　

毛
利
勝
永
』（
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
54
）�

前
掲
注（
20
）「
真
偽
一
統
志
抄
」
に
は
、
秀
頼
が
常
高
院
を
頼
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
母
儀
、
婦
人
之
事
に
候
間
、
御
助
命
可
在
之
候
、
家
康
公
へ
頼
入
之
旨
」
と
記

し
て
い
る
。

（
55
）�

前
掲
注（
28
）
福
田
著
『
淀
殿
』
二
二
五
～
二
三
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
56
）�

「
浅
井
一
政
自
記
」
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、「
土
屋
知
貞
私
記
」（『
続
々
群
書
類
従　

第
四　

史
伝
部
３
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
八
年
）
に
拠
れ
ば
、
一
政

の
他
に
京
極
備
中
守
・
別
所
孫
右
衛
門
が
共
に
常
高
院
の
使
者
と
し
て
城
外
に
遣
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
57
）�

一
政
が
捕
縛
さ
れ
た
た
め
か
、
こ
の
後
常
高
院
は
返
事
を
伝
え
る
た
め
直
接
大
坂
城
内
に
出
向
い
た
よ
う
で
、
秀
頼
・
淀
ら
が
自
害
を
遂
げ
た
後
、
常
高
院
は
淀
に
仕

え
て
い
た
女
中
の
お
菊
と
共
に
城
外
へ
脱
出
し
た
こ
と
が
「
お
き
く
物
語
」
に
み
え
る
（「
お
き
く
物
語
」
原
田
伴
彦
・
竹
内
利
美
・
平
山
敏
治
郎
編
『
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成　

八
』
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
58
）�

た
と
え
ば
、
大
坂
の
陣
に
豊
臣
方
と
し
て
参
戦
し
た
浅
井
長
政
の
子
・
政
賢
は
、
姉
で
あ
る
常
高
院
の
働
き
か
け
で
戦
後
を
無
事
生
き
延
び
て
い
る
（
直
井
武
久
「
淀



一
〇
八

殿
の
弟
―
浅
井
作
庵
と
京
極
家
―
」
香
川
県
文
化
財
保
護
協
会
編
『
文
化
財
協
会
報
昭
和
六
十
二
年
度
特
別
号
』
一
九
八
七
年
）。
一
政
は
終
戦
直
後
京
極
家
の
預
か

り
で
あ
る
の
に
加
え
、
同
じ
浅
井
一
族
で
あ
る
こ
と
を
誼
と
し
て
政
賢
と
同
じ
く
常
高
院
か
ら
庇
護
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
。

（
59
）�
前
掲
注（
20
）「
真
偽
一
統
志
抄
」
参
照
の
こ
と
。

（
60
）�
「
浅
井
一
政
自
記
」
に
先
立
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
大
坂
物
語
』
に
お
い
て
、
す
で
に
豊
臣
家
中
が
悪
辣
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
政
自
身
こ
れ
ら
出
版
物
の
影
響

を
受
け
て
い
る
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
。

（
61
）�

そ
の
他
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
伝
播
過
程
の
解
明
を
挙
げ
て
お
く
。
本
文
中
で
は
十
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
書
は
『
豊
内

記
』
に
留
ま
ら
ず
、
諸
書
で
参
照
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
坂
軍
記
今
木
家
伝
集
（
全
四
冊
）』（
史
料
番
号
一
六
八
―
〇
二
〇
九
）
が
あ

る
。
同
史
料
は
第
一
巻
序
文
に
拠
れ
ば
、
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
夏
に
「
林
高
陰
豊
院
」
な
る
人
物
（
林
家
の
一
派
か
）
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
軍
記
物
語
で
、
巷

間
に
伝
わ
る
『
大
坂
物
語
』
の
誤
謬
を
糺
す
目
的
か
ら
筆
を
と
っ
た
と
言
う
。「
豊
院
」
は
参
考
文
献
の
一
つ
と
し
て
「
今
木
伝
記
」
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
「
今
木
伝
記
」

に
つ
い
て
、「
今
木
源
右
衛
門
作
也
、
秀
頼
ノ
近
習
老
剛
ノ
者
也
」
と
あ
る
の
で
、「
浅
井
一
政
自
記
」
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
「
浅
井
一
政
自
記
」
は
江
戸

時
代
数
あ
る
軍
記
の
中
で
も
信
憑
性
の
高
い
史
料
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
評
価
を
得
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
一
政
本
人
や
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
加
賀
浅

井
家
が
「
浅
井
一
政
自
記
」
を
門
外
不
出
と
せ
ず
、
積
極
的
に
開
示
・
宣
伝
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

【
補
注
】��

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
十
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
た
豊
臣
秀
吉
関
係
文
書
研
究
会
に
お
け
る
討
論
の
内
容
を
踏
ま
え
て
成
稿
し
た
。
ま
た
、
文
中
に
お
け
る
史
料
の
利

用
に
あ
た
っ
て
は
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
・
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
の
許
可
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
〇
九

【
凡
例
】

一
、�
本
稿
は
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
「
浅
井
一
政
自
記
」
の
全
文
翻

刻
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
本
史
料
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
大
日
本
史
料

第
十
二
編
之
十
四
・
十
五
』・
櫻
井
成
廣
『
豊
臣
秀
吉
の
居
城　

大
坂

城
編
』・『
新
修
大
阪
市
史
史
料
編
第
五
巻
』
に
お
い
て
翻
刻
が
部
分
的

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
今
後
の
研
究
の
利
便
性
を
考
え

て
、
改
め
て
全
文
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
原
本
を
確
認
し
て
一
部
翻
刻

を
改
め
た
。

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
闕
字
・
平
出
を
残
し
た
。
ま
た
、
適
宜
句
読

点
・
並
列
点
・
括
弧
（「 

」『 
』）
を
補
っ
た
。

一
、
か
な
は
す
べ
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
次
の
も
の
は
残
し

た
。
ゟ
（
よ
り
）、
江
（
え
）、
而
（
て
）、
茂
（
も
）、
与
（
と
）、
者

（
は
）

一
、
旧
漢
字
・
異
体
字
は
固
有
名
詞
を
除
い
て
、
新
字
に
統
一
し
た
。

一
、
誤
字
・
脱
字
に
つ
い
て
は
（ 

）
内
に
正
し
い
字
を
傍
示
す
る
か
、（
マ

マ
）
と
し
た
。

一
、
各
条
書
の
末
尾
に
、
便
宜
的
に
番
号
を
振
っ
た
。

【
翻
刻
】

（
表
紙
、
右
綴
じ
）

 �　

寅
（
慶
長
十
九
年
）

ノ
九
月
廿
三
日
の
朝
市（

片
桐
且
元
）正

殿
屋
敷
へ
我
等
罷
出
候
、
御
城
よ
り

直
ニ
駿
河
へ
御
下
候
用
意
ニ
て
、
下
々
た（

足
袋
）び

・
き（

脚

絆

）

や
は
ん
の
躰
に
候
、

一
、�

御
城
へ
上
り
候
ヘ
ハ
、
と（

時
計
）

け
い
の
有
所
之
西
ノ
方
に
渡
邊
内（

糺
）蔵

助
・
木

村
長（

重
成
）門

居
候
て
、
我
等
御
前
へ
出
候
ニ
出
む
か
い
、「
市
正
殿
ハ
御
上

リ
候
哉
」
と
問
申
候
、「
只
今
登
城
可
有
由
」
と
申
候
て
、
千
帖
敷

う（
裏
）ら

通
参
候
ヘ
ハ
、
秀
頼
ハ
千
帖
敷
上
段
ノ
次
ノ
段
に
御
入
候
、
我
等

北
ノ
ゑ（

縁
）ん

に
伺
公
申
候
ヘ
ハ
、「
市
正
者
出
候
哉
」
と
御
問
候
間
、「
只

今
可
罷
出
由
申
候
」
と
申
上
候
〔
１
〕、

一
、�
御
前
に
暫
居
候
ヘ
ハ
、
坊
主
共
よ
ひ
立
申
て
、
市
正
殿
よ
り
御
用
候

間
、
御
出
可
被
成
由
ニ
候
、
如
此
申
ニ
付
、
市
正
殿
屋
敷
へ
参
候
ヘ

ハ
、
平
右
・
八（

梅
戸
八
右
衛
門
）右

、
我
等
に
御
あ
ひ
候
て
、
八
右
之
部
屋
へ
よ
ひ
、

　
　

浅
井
一
政
自
記

　
　

於
大
坂
浅
井
源
右
衛
門
裁
判
始
末
覚
書



一
一
〇

「
不
慮
成
仕
合
出
来
候
故
、
市
正
御
城
へ
不
罷
出
候
、
何
事
に
候
哉
」

と
尋
候
ヘ
ハ
、
八
右
被
申
候
ハ
、「
内
々
其
方
御
申
候
事
、
必
定
ニ
候
、

今
日
市
正
可
有
御
成
敗
由
去
方
よ
り
申
来
候
、
先
市
正
ニ
御
あ
い
可
被

成
由
」
ニ
候
、
丑（

慶
長
十
八
年
）

ノ
年
の
春
、
若
き
者
共
す
ま
ぬ
し
か
た
共
相
見
候

通
、
八
右
を
も
つ
て
市
正
殿
へ
申
入
候
〔
２
〕、

一
、�

市
正
殿
前
へ
出
候
ヘ
ハ
、「
内
々
そ
な
た
ノ
い
わ
れ
た
る
事
誠
に
候
、

家
か
つ（

潰
）ふ

れ
ん
と
て
ハ
お（

主

柱

）

も
は
し
ら
か
ま
つ
お（

折
）る

ゝ
物
ニ
候
、
さ
て

〳
〵
笑
止
な
る
事
ニ
候
」、
如
此
御
申
候
、「
何
事
に
御
座
候
哉
」
と
申

候
ヘ
ハ
、「
今
日
身
を
可
有
成
敗
と
の
事
ニ
候
」
と
御
申
候
、「
さ
て
も

不
慮
成
御
仕
合
ニ
候
、
と（

咎
）か

に
可
申
様
も
無
之
」
と
申
候
て
、
市
正
殿

前
を
立
、
八
右
の
部
屋
へ
参
、「
何
と
あ
り
て
可
然
哉
」
と
申
候
ヘ
ハ
、

八
右
被
申
候
、「
市
正
心
中
毛
頭
殿（

豊
臣
秀
頼
）様

へ
対
し
御
如
在
を
不
被
存
候
、

其
段
私
請
あ
い
申
候
、
殿
様
へ
何
と
そ
御
申
候
事
ハ
成
申
間
敷
候
哉
」

と
被
申
候
、
此
間
色
々
談
合
御
座
候
へ
と
も
長
く
候
〔
３
〕

一
、�

市
正
殿
前
へ
出
候
て
、「
無
御
如
在
段
、
乍
推
参
、
殿
様
へ
一
応
申
上

見
可
申
候
、
御
心
中
御
残
シ
な
く
、
私
に
可
被
仰
聞
候
哉
」
と
申
候
ヘ

ハ
、「
無
如
在
段
々
」
被
仰
候
、「
そ
こ
に
て
人
質
を
御
出
可
被
成
候

哉
」
と
申
候
ヘ
ハ
、「
中
々
、
出
し
可
申
」
と
被
仰
候
〔
４
〕、

一
、�

御
城
へ
出
候
ヘ
ハ
、
千
帖
敷
之
二
段
め
ニ
、
い
ま
た
御
入
候
、
あ（

饗
庭
局
）

い
は

殿
へ
申
候
て
、
小
々
姓
を
以
、「
御
用
之
事
間

（
有
ヵ
）、

お（
奥
）く

へ
被
為
成
候
へ
」

と
申
上
候
へ
共
、
何
共
無
御
意
候
、
又
重
而
申
上
候
ヘ
ハ
、
被
成
御
立

候
、
し（

装

束

）

や
う
そ
く
の
間
の
ゑ（

縁
）ん

に
我
等
罷
有
、
て（

帝

鑑

）

い
か
ん
の
間
へ
被
為

入
候
様
ニ
申
上
候
ヘ
ハ
、
我
等
め
し
つ
れ
ら
れ
御
入
候
、
あ
い
は
殿
へ

申
候
て
、「
是
へ
誰
も
御
入
あ
る
ま
し
く
候
、
あ
い
は
殿
も
そ
れ
に
御

入
可
有
か
」
と
申
候
て
、
秀
頼
へ
申
上
候
ハ
、「
不
慮
成
義
出
来
申
候
、

何
事
そ
」
と
被
仰
候
、「
市
正
御
成
敗
之
事
き
こ
へ
候
て
、
今
日
不
罷

出
、
屋
敷
へ
た
て
こ
も
り
候
」
と
申
候
ヘ
ハ
、「
天
道
も
照
覧
あ
れ
、

お
れ
ハ
不
知
」
と
御
意
ニ
候
、「
さ
て
何
と
し
た
ら
ハ
可
然
と
わ
れ
ハ

お
も
ふ
そ
」
と
被
仰
候
間
、
市
正
心
中
之
通
、
八
右
衛
門
ニ
尋
候
ヘ

ハ
、「
毛
頭
市
正
二
心
あ
る
義
に
て
ハ
無
御
座
候
、
さ
ゝ
へ
に
て
あ（

悪
）し

く
御
耳
に
立
候
物
に
て
可
有
之
由
」
申
候
、「
又
市
正
江
も
承
候
ヘ
ハ
、

『
人
質
を
出
シ
可
申
由
』
申
候
、
是
に
て
市
正
心
中
ハ
し（

知
）れ

申
候
、
御

手
廻
少
々
被
召
連
、
市
正
處
へ
被
成
御
座
、
御
頼
候
て
可
然
と
存
候
、

昔
信（

織
田
）長

様
お（

大
人
）

と
な
む（

謀
反
）

ほ
ん
を
仕
候
時
、
か
様
に
被
成
た
る
由
承
及
候
、

其
上
市
正
ハ
『
人
し
ち
を
出
し
可
申
』
と
申
候
、
此
上
を
御
疑
可
被
成

事
に
て
ハ
無
御
座
か
」
と
申
上
候
ヘ
ハ
、
し
は
ら
く
御
思
案
有
て
、

「
さ
れ
と
も
市
正
心
中
し
れ
ぬ
事
に
候
、
又
何
と
し
た
ら
ハ
可
然
と
思

ふ
」
と
被
仰
候
、「
此
上
ハ
只
今
御
せ（

誓

文

）

い
も
ん
に
て
候
間
、
其
旨
御
書

を
被
遣
、
市
正
心
中
御
き
ゝ
可
被
成
候
」、「
尤
候
、
さ
ら
ハ
御
書
を
可

被
遣
候
」
と
被
仰
候
内
ニ
、
御
ふ（

袋

）
く
ろ
よ
り
、
お
い
〳
〵
に
つ（

使

）
か
い
に

て
「
お（

奥
）く

へ
被
為
入
候
へ
」
と
御
使
ニ
宮
内
卿
・
右
京
大
夫
参
候
、
さ

て
帝
鑑
之
間
ゟ
お（

奥
）く

と
お（

表

）
も
て
の
間
ろ（

廊
下
）

う
か
へ
御
出
候
ヘ
ハ
、
市
正
殿
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臣
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か
ら
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一
一
一

や
し
き
へ
下
や
し
き
ゟ
ひ
き
も
ち
き
ら
す
人
数
籠
申
候
躰
、
目
之
下
に

見
へ
申
候
〔
５
〕、

一
、�
御
書
を
ろ（

廊
下
）

う
か
に
て
我
等
と
御
相
談
候
て
被
遊
候
、
し（

白
）ろ

き
文
箱
ニ
御

入
候
、
符
ハ
我
等
つ
け
申
候
、
土
肥
少
五
郎
ニ
も
た
せ
被
遣
候
、
返
事

御
待
候
て
ろ（

廊
下
）

う
か
に
御
入
候
、
奥
よ
り
、「
心
も
と
な
か
り
、
先
奥
へ

被
為
入
候
へ
」
と
し
き
り
に
御
つ
か
い
ニ
候
、
我
等
も
申
上
に
く
き
事

に
候
へ
と
も
、「
か
や
う
の
事
ハ
女
房
衆
の
存
事
に
て
ハ
無
之
候
」
と

申
候
ヘ
ハ
、
つ
か
い
の
者
を
こ
と
〳
〵
し
く
御
し（

叱
）か

り
候
ヘ
ハ
、
二
度

使
不
参
候
〔
６
〕、

一
、�

市
正
殿
ゟ
返
事
に
ハ
、「
少
も
御
如
在
を
不
存
通
、
段
々
申
ひ
ら
き
、

さ
て
御
せ（

誓

文

）

い
も
ん
状
冥
加
な
く
難
有
候
」
と
の
返
事
に
て
候
、
秀
頼
被

仰
候
ハ
、「
此
上
ハ
何
と
あ
る
へ
き
哉
」、
私
申
候
、「
此
上
ハ
御
使
を

以
可
被
仰
遣
候
哉
」
と
申
上
候
ヘ
ハ
、「
誰
か
つ
か
い
ニ
ハ
、
可
然
そ
」

と
被
仰
候
間
、「
八
右
衛
門
ニ
致
談
合
可
申
上
候
」
と
申
候
而
、
我
等

ハ
屋
敷
へ
参
候
〔
７
〕、

一
、�

八
右
・
平
右
被
申
候
ハ
、「
此
御
使
ニ
ハ
、
主
膳
殿
可
然
と
存
候
」、
八

右
又
被
申
候
ハ
、「
口
利
口
ニ
物
申
人
な
れ
共
、
か
様
の
事
ハ
埒
明
か（

兼
）

ね
申
候
」、「
さ
ら
ハ
誰
か
よ
く
可
有
」
と
談
合
申
候
ヘ
ハ
、「
秀
頼
様

へ
も
直
ニ
物
申
人
て
な
く
ハ
な
る
ま
し
く
候
」
と
て
、
誰
か
れ
と
申
内

に
、「
速
水
甲
斐
守
可
然
」
と
の
事
ニ
落
着
申
候
、「
此
返
事
遅
候
」
と

て
、
あ
い
は
殿
の
や
し
き
ゟ
我
等
を
よ
び
に
来
、「
何
と
て
返
事
お
そ

く
候
や
」
と
御
意
の
よ
し
、
あ
い
は
殿
を
御
使
に
て
被
仰
候
、
此
間
何

と
仕
候
哉
失
念
申
候
、
そ
ろ
〳
〵
と
夜
に
入
申
候
、
其
内
市
正
殿
屋

敷
・
有（

織
田
長
益
）楽

の
屋
敷
ヘ
ハ
、
具
足
・
か（

甲

）
ふ
と
を
も
た
せ
、
只
今
事
出
来

候
様
に
ひ（

犇

）
し
め
き
申
候
、
修（

大
野
治
長
）理

・
内
蔵
助
・
長
門
守
な
と
ハ
屋
敷
ニ

か（
屈
）ゝ

ミ
居
候
て
な（

難
儀
）

ん
き
致
候
由
後
ニ
承
候
〔
８
〕、

一
、�

甲
斐
守
御
使
に
て
召
候
ヘ
ハ
、
大
す
ミ
与
左
衛
門
方
へ
振
舞
に
参
、
酒

ニ
少
酔
て
登
城
候
、
我
等
を
ハ
市
正
ひ（

贔
屓
）

い
き
と
御
袋
思
ハ
れ
候
哉
、
先

甲
州
を
ろ（

廊
下
）

う
か
へ
よ
ひ
、
し
は
ら
く
あ
い
た
有
て
我
等
を
め
し
候
て
、

「
け（

今
朝
）さ

の
状
に
い
ふ
こ
と
く
、
甲
斐
守
に
い
ひ
渡
し
候
間
、
同
心
し
て

市
正
に
よ
く
い
へ
」
と
御
意
候
〔
９
〕、

一
、�

市
正
殿
へ
参
候
ヘ
ハ
、
居
間
よ
り
を（

奥
）く

南
の
か
た
の
座
敷
へ
つ
れ
て
御

入
候
て
、
二
心
な
き
段
々
被
仰
聞
候
様
拙
子
承
候
て
、
則
両
人
御
城
へ

参
候
ヘ
ハ
、
た（

焚
）き

火
の
間
ノ
中
の
柱
に
秀
頼
ハ
も
た
れ
て
御
入
候
、
大

蔵
卿
・
正
永
其
左
の
か
た
に
伺
候
ニ
候
、
奥
と
お（

表

）
も
て
と
の
間
に
ハ
菊

の
屏
風
た
ち
て
お（

御

袋

）

ふ
く
ろ
御
入
候
て
此
返
事
を
御
き
ゝ
候
、「
如
御
存

知
甲
州
無
口
ニ
候
ゆ
へ
、
あ
ら
ま
し
申
上
、
さ
て
其
様
子
我
等
に
具
ニ

申
上
よ
」
と
い
わ
れ
候
間
、
市
殿
御
申
候
通
不
残
申
上
候
、
然
處
に
正

永
脇
よ
り
申
候
ハ
、「
市
正
殿
屋
敷
へ
人
数
を
御
集
め
候
ハ
、
何
事
に

候
や
」、
我
等
申
候
ハ
、「
市
正
を
御
成
敗
あ
る
へ
き
と
の
事
家
頼
の
も

の
共
き
ゝ
つ
け
候
て
こ（

籠
）も

り
申
と
相
見
候
」、
此
分
に
て
と
か
く
の
あ

い
し
ら
ひ
無
之
、
お（

奥
）く

へ
御
入
候
て
槇
嶋
玄
蕃
を
召
、「
市
正
心
中
き



一
一
二

か
せ
、
御
満
足
有
た
る
」
と
て
め（

召
）し

た
る
呉
服
を
我
等
は
か
り
に
被
下

候
〔
10
〕、

一
、�
八
右
・
多
羅
尾
半
左
衛
門
は
せ（

芭
蕉
）を

の
間
へ
参
候
而
、
甲
州
・
我
等
を
よ

ひ
、「
只
今
御
両
人
へ
市
正
申
上
候
通
、『
於
御
同
心
今
夜
の
内
ニ
有
楽

へ
こ
め
さ
せ
ら
れ
候
御
人
数
を
御
の
け
候
て
可
被
下
候
、
市
正
屋
敷
に

こ
も
り
候
者
共
皆
お
い
出
し
可
申
候
、
此
通
御
両
人
様
へ
得
御
意
候

へ
』
と
市
正
申
候
、
此
通
秀
頼
お（

奥
）く

に
御
座
候
ニ
付
、
使
を
以
申
上
候

へ
」、
秀
頼
の
耳
ヘ
ハ
た
て
す
御
ふ
く
ろ
よ
り
返
事
と
き
こ
へ
申
候
、

「
先
市
正
人
数
を
の
け
さ
せ
、
其
後
有
楽
處
の
人
数
を
も
の
け
候
へ
」

と
仰
出
候
、
甲
州
あ
た
ま
を
か（

搔
）き

な
か
ら
、「
か
や
う
な
る
で
ハ
何
も

な
ら
ぬ
事
ニ
候
」、
我
等
申
候
ハ
、「『
か
し
こ
ま
り
た
』
と
被
仰
候
て

一
度
に
御
の
け
可
有
候
」、「
尤
候
、
さ
ら
は
其
通
お（

奥
）く

へ
も
申
、
市
殿

へ
も
返
事
可
申
候
」、
此
分
ニ
相
済
、
扠
市
正
殿
ヘ
ハ
、
貴
様
如
御
存

知
、
甲
州
・
我
等
検
使
に
参
候
、
有
楽
ヘ
ハ
、
槇
嶋
玄
蕃
・
永
翁
参

候
、
是
ハ
廿
三
日
之
夜
の
事
ニ
候
〔
11
〕、

一
、�

御
城
ヘ
ハ
市
正
殿
ニ
お（

恐
）そ

れ
て
一
人
も
あ
か
り
候
事
い
つ
れ
も
不
成
、

当
番
槇
嶋
・
溝
口
新
助
・
永
翁
斗
ニ
候
、
夜
更
七
組
を
召
、
御
談
合
ニ

候
由
ニ
候
、
是
ハ
我
等
ハ
不
存
候
〔
12
〕、

一
、�

廿
三
日
朝
四
ツ
時
分
よ
り
の
事
ニ
候
、「
大
事
出
来
候
」
と
存
候
て
、

七
組
を
は
し
め
て
一
人
も
つ（

面
）ら

た
し
を
不
仕
候
、
我
等
一
人
指
出
、
埒

を
あ
け
、
無
事
を
と
ゝ
の
へ
、
人
数
を
其
夜
に
の
け
申
候
、「
我
等
不

罷
出
候
ハ
ヽ
、
大
事
急
ニ
出
来
候
ハ
ん
」
と
存
事
候
、「
寄
親
へ
之
奉

公
ニ
可
罷
成
」
と
存
候
〔
13
〕、

一
、�「
常（

織
田
信
雄
）心

よ
り
佐
々
雅
楽
助
を
以
市
正
殿
へ
御
し
ら
せ
ハ
、
廿
三
日
四
ツ

時
分
ニ
て
可
有
」
と
存
候
、
市
正
殿
ヘ
ハ
、
北
村
宗
右
衛
門
申
由
候
、

我
等
や
し
き
へ
出
候
而
、
御
城
へ
あ
か
り
候
時
迄
ハ
何
之
沙
汰
も
無
之

候
〔
14
〕、

一
、�

廿
四
日
平
右
・
荒
木
勝
太
な
と
ハ
右
の
へ
や
に
て
談
合
ニ
候
、「
水
の

手
よ
り
市
正
殿
御
城
へ
御
上
り
候
て
、
城
を
御
持
堅
め
候
て
、
修
理
な

と
可
被
仰
付
事
候
、
此
通
市
殿
へ
申
度
よ
し
ニ
候
、
我
等
ニ
申
候
へ
」

と
の
事
ニ
候
間
、
右
之
通
申
候
へ
と
も
無
御
同
心
候
、
其
時
市
正
殿
へ

達
而
申
候
、
な
か
く
候
間
書
不
申
候
〔
15
〕、

一
、�

廿
六
日
修
理
諸
牢
人
を
召
連
、
御
城
へ
た
て
こ
も
り
候
而
市
殿
を
可
打

果
用
意
ニ
候
、「
我
等
義
ハ
市
正
殿
寄
親
、
又
ハ
と（

咎
）か

も
な
き
人
を
、

り
ふ
し
ん
成
義
」
と
存
候
、「
又
ハ
人
の
お
ち
め
を
ハ
主
を
捨
て
も
見

つ
き
候
事
、
侍
の
な
ら
い
の
由
」
聞
及
候
ゆ
へ
、
市
殿
屋
敷
へ
具
足
を

着
、
上
に
き
る
物
き
て
市
正
殿
前
へ
出
申
候
、
主
膳
殿
ハ
北
の
障
子
わ

き
ニ
御
入
候
、
我
等
ハ
南
の
方
に
む
か
い
あ
い
居
申
候
、
市
殿
ハ
も（

紋
）ん

所
の
あ
る
き
る
物
う
ハ
か
け
て
居
間
に
御
入
候
、
け
い
に
と
申

ひ（
比
丘
尼
）

く
に
、
ほ（

盆
）ん

ニ
わ（

割

粥

）

り
か
ゆ
を
す（

据
）ゑ

て
、
あ（

慌

）
ハ
た
ゝ
し
く
も
ち
て
参
候

ヘ
ハ
、
市
殿
御
し（

叱
）か

り
候
て
、
六
左
衛
門
に
御
申
付
候
て
、
か（

粥
）ゆ

を
せ（

膳
）ん

に
す（

据
）ゑ

て
出
し
、
さ
て
酒
出
申
候
、
ゆ
る
〳
〵
と
御
咄
候
而
、
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一
一
三

か（

高

麗

）

う
ら
い
の
事
、
又
丹
後
に
て
急
な
る
や
う
ニ
申
候
へ
共
、
ふ（

風
呂
）ろ

を
た（

炊
）

か
せ
て
入
候
、
主
膳
、「
丹
後
に
て
の
事
ハ
し
り
可
申
候
」
と
御
物
か

た
り
ニ
候
、
其
内
大
橋
長
左
衛
門
「
御
城
よ
り
人
数
可
出
て
い
に
御
座

候
」
と
申
来
候
、
我
等
申
候
ハ
、「
お（

奥
）く

の
御
し
ま
い
を
も
被
仰
付
可

然
候
哉
」
と
申
候
ヘ
ハ
、
酒
を
と
り
申
候
、「
九
左
衛
門
子
喜
四
郎
の

し（

酌

）
や
く
を
取
候
か
」
と
存
候
、
主
膳
殿
我
等
に
御
申
候
ハ
、「
我
々
妻

子
は
何
と
可
仕
候
哉
」
と
市
正
殿
を
う
か
ゝ
い
、
我
等
に
御
と（

問
）い

に
、

我
等
申
候
ハ
、「
別
々
に
ハ
し
ま
い
か
ね
可
申
候
、
此
方
へ
御
よ
ひ
候

て
御
一
所
に
可
然
候
哉
」
と
申
候
ヘ
ハ
、
市
殿
、「
其
分
可
然
候
、
乍

去
今
少
待
候
へ
、
重
而
左
右
を
可
申
候
」
と
御
申
候
て
、
お（

奥
）く

へ
御
入

候
、
其
時
ハ
あ
し
は
や
に
お（

奥
）く

へ
御
入
候
様
ニ
覚
申
候
、
居
間
に
て
ハ

い
か
に
も
ゆ
る
〳
〵
と
し
た
る
て
い
に
て
候
、
其
ゆ
へ
屋
敷
中
さ（

マ
ヽ
）ん

こ

静
り
て
御
入
候
〔
16
〕、

一
、�

夜
に
入
様
子
を
見
可
申
と
存
、
政
所
様
屋
敷
ゟ
主
膳
殿
屋
敷
ま
て
ひ
と

り
参
候
ヘ
共
、
誰
に
も
逢
不
申
候
、
そ
れ
よ
り
上
屋
敷
の
番
所
へ
参
候

て
見
申
候
ヘ
ハ
、
歴
々
の
者
共
し
つ
ま
り
か（

へ
脱
ヵ
）

つ
て
物
音
も
せ
す
居
申

候
、
桜
の
は（

馬
場
）ゝ

の
む
か
ふ
の
矢
倉
に
も
鉄
炮
有
た
る
躰
に
候
、
是
ハ
慥

に
見
不
申
候
、
田
邉
九
兵
衛
、
我
等
に
出
む
か
い
、「
是
へ
参
候
」
と

申
候
〔
17
〕、

一
、�

采
女
殿
屋
敷
へ
参
候
ヘ
ハ
、
出
雲
殿
と
両
人
一
所
ニ
具
足
を
床
の
上
ニ

お
き
て
其
前
に
御
入
候
、
我
等
参
候
を
見
候
て
、
御
か
ゝ
の
し
を
も
ち

て
被
遣
候
、
そ
こ
に
て
出
雲
殿
気
を
つ
け
ら
れ
、
鑓
を
取
寄
、「
此
鑓

ハ
よ
く
と（

通
）を

り
候
間
、
も
ち
候
へ
」
と
御
申
候
、
十
四
か
五
に
て
可
有

之
候
、
今
存
候
ヘ
ハ
、
き（

奇
特
）

と
く
成
心
得
に
て
候
、「
さ
す
か
市
殿
の
子

に
て
候
」
と
存
事
候
、
あ
ん
の
こ
と
く
七
日
合
戦
に
手
ニ
御
合
候
、
如

此
ニ
候
へ
共
、
其
夜
も
無
何
事
候
〔
18
〕、

一
、�

廿
六
日
か
七
日
か
失
念
申
候
、
七
組
衆
、
速
水
甲
州
へ
寄
合
候
て
、
我

等
も
多
羅
尾
半
左
衛
門
ニ
参
候
へ
、「
談
合
申
度
事
ニ
候
」
と
申
来
候

へ
共
、
我
等
を
ハ
市
殿
御
や
り
な
く
候
、
半
左
衛
門
参
候
、
七
人
の
衆

被
申
候
ハ
、「『
最
前
あ
つ
か
い
済
候
ハ
、
市
殿
無
如
在
段
相
済
候
處

ニ
、
又
如
此
の
仕
合
可
有
義
ニ
あ
ら
す
候
』
と
御
城
へ
申
上
候
ヘ
ハ
、

御
同
心
ニ
候
、
左
様
に
候
者
、
最
前
筋
目
に
今
日
人
質
を
御
出
し
可
有

候
哉
」
と
の
事
候
、
市
殿
御
聞
候
て
、
出
雲
殿
を
甲
州
屋
敷
へ
被
遣

候
、
則
御
城
へ
御
意
を
得
、
出
雲
殿
を
返
し
申
候
〔
19
〕、

一
、�

廿
七
日
か
わ（

忘
）す

れ
申
候
、「
市
正
殿
無
如
在
段
聞
召
と
ゝ
け
候
へ
共
、

今
度
御
城
下
へ
人
数
を
入
候
段
き
こ
へ
ぬ
と
被
思
召
候
ハ
ん
、
一
端
寺

住
居
を
可
仕
候
、
以
来
ハ　

殿
様
御
息
女
候
間
、
出
雲
殿
に
可
被
遣
」

と
の
御
意
候
事
〔
20
〕、

一
、�

右
之
仕
合
故
、
市
殿
御
算
用
を
御
と（

遂
）け

候
て
帳
を
御
城
へ
御
上
候
て
皆

済
御
取
候
由
ニ
候
〔
21
〕、

一
、�
九
月
廿
九
日
か
晦
日
か
失
念
申
候
、「
我
等
も
つ
れ
て
御
退
可
有
候
間
、

其
用
意
致
候
へ
」
と
市
殿
御
申
候
、「
御
尤
ニ
ハ
候
へ
共
、
市
正
殿
御



一
一
四

立
退
候
者
、
大
坂
ハ
や
か
て
相
果
可
申
候
間
、
あ
と
に
残
可
申
候
、
今

ま
て
ハ
こ
な
た
へ
の
御
奉
公
に
て
御
座
候
」
と
申
候
ヘ
ハ
、
色
々
被
仰

事
も
候
へ
共
、
か
た
く
申
に
付
、
さ
ら
は
丹
後
方
へ
市
殿
ゟ
可
被
仰
候

間
、「
あ
そ
こ
へ
行
、
わ（

詫
）ひ

事
い
た
し
候
へ
」
と
御
申
、「
丹
後
殿
我
等

も
無
等
閑
候
」
と
申
候
て
、
丹
州
へ
は
し
り
こ
ミ
、
竹
田
・
大
阿
弥
お

や
兵
助
を
頼
候
て
修
理
ニ
こ
と
ハ
り
を
申
候
ヘ
ハ
、
修
理
守
聞
分
に

て
、「
よ
り
お
や
へ
之
た
の
も
し
一
筋
ニ
候
、
秀
頼
へ
た
い
し
逆
意
を

可
存
者
に
あ
ら
す
候
」
と
申
候
て
、
秀
頼
へ
申
上
御
赦
免
被
成
候
、
さ

れ
と
も
う（

疑

）
た
か
ハ
れ
、
御
懇
ふ
り
ハ
無
之
候
、
此
間
に
あ
ら
木
勘
十
郎

ハ
谷
町
に
て
打
殺
申
候
〔
22
〕、

一
、�

卯（
慶
長
二
十
年
）

ノ
年
ハ
我
等
な
ミ
の
者
廿
人
白
き
は
お
り
を
被
下
、
合
戦
場
に
て
御

取
次
を
可
仕
候
由
せ（

誓
紙
）

い
し
を
被
仰
付
、
先
へ
出
候
間
敷
旨
御
意
候

〔
23
〕、

一
、�

五
月
七
日
ノ
巳
刻
ニ
、
寺
尾
勝
右
衛
門
、
先
手
真（

信
繁
）田

処
ゟ
使
参
、「
敵

合
ち
か
く
成
候
間
、
合
戦
始
申
度
候
由
」
申
来
候
、
秀
頼
ハ
装
束
之
間

ニ
御
入
候
て
、「
修
理
を
よ
へ
」
と
被
仰
候
、
修
理
参
候
ヘ
ハ
、
右
之

段
御
談
合
ニ
候
、
修
理
申
候
ハ
、「
さ（

最

前

）

い
せ
む
も
堅
申
合
候
御
馬
出
候

を
相
図
ニ
仕
合
戦
は
し
め
候
へ
と
の
事
候
、
今
以
其
段
可
然
」
と
申

候
、
我
等
申
候
ハ
、「
勝
右
衛
門
ハ
年
寄
く（

草
臥
）

た
ひ
れ
申
候
躰
ニ
候
間
、

私
御
使
に
可
罷
越
候
」
と
申
候
ヘ
ハ
、
修
理
、「
一
段
尤
候
、
い
そ
き

其
通
可
申
」
と
申
候
〔
24
〕、

一
、�

茶
う（

臼
）す

山
ニ
真
田
・
丹（

伊
藤
長
実
）後

・
伊（

野
々
村
幸
成
）与
イ桑

・
図（

堀
田
盛
高
）書

・
伊（

遠

雄

）

木
七
右
衛
門
な

と
一
所
に
居
申
候
、
御
使
之
通
申
候
ヘ
ハ
、
丹
後
申
候
ハ
、「
さ
ら
ハ

我
等
共
ハ
め
ひ
〳
〵
の
そ（

備
）な

へ
へ
可
参
候
」
と
申
候
而
、
下
へ
お
り
申

候
〔
25
〕、

一
、�

我
等
真
田
ニ
申
候
、「
御
使
に
参
候
へ
共
、
敵
合
ち
か
く
候
間
、
御
先

へ
参
候
」
と
こ
と
ハ
り
候
て
、
伊
木
七
右
衛
門
子
半（

尚
重
）七

と
致
同
道
、
先

へ
参
、
敵
合
二
・
三
町
あ
た
り
へ
の
り
ま
ハ
し
候
て
帰
申
候
、
先
へ
出

候
ハ
、
此
家
中
の
者
共
見
た
る
者
お（

多
）ゝ

く
候
〔
26
〕、

一
、�

七
日
之
午
刻
ニ
敵
味
方
七
・
八
町
を
隔
て
人
数
を
立
な
ら
へ
候
、
敵
よ

り
三
人
の
り
出
し
参
候
、
我
等
白
き
す（

角

取

）

ミ
と
り
紙
の
さ（

指
）し

物
を
さ
し
む

き
、
畠
を
す
ち
か
へ
に
あ（

阿
倍
野
）

へ
の
海
道
筋
一
人
鑓
を
と
り
出
申
候
、
敵
一

人
さ
き
へ
進
出
来
候
を
、
鑓
に
て
つ
き
伏
、
首
を
と
り
申
候
、
鑓

し（

塩

首

）

を
く
び
ゟ
お
れ
申
候
、
其
時
真
田
新
参
ニ
徳
岡
十
右
衛
門
と
申
者

つ
ゝ
き
て
参
候
、
其
う
ち
ニ
四
方
ゟ
く
ろ
煙
た
ち
候
て
、
其
後
を
も
不

存
候
、
此
処
に
て
本
多
出（

忠
朝
）雲

殿
・
小（

秀
政
）笠

原
殿
な
と
打
死
と
き
こ
へ
申

候
、
是
一
番
合
戦
に
て
御
座
候
〔
27
〕、

一
、�

一
番
合
戦
に
我
等
ゟ
先
ハ
一
人
も
無
之
候
、
徳
岡
十
右
衛
門
京
に
居
申

候
、
御
尋
可
被
成
候
、
大
場
に
て
の
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
諸
人
見
及
申
由

候
、
稲
葉
丹（

正
勝
）後

殿
家
中
ニ
居
申
候
山
口
勘
右
衛
門
も
我
等
懸
り
江
先
申

候
而
、
其
様
子
沢
田
次
左
衛
門
と
申
者
の
方
へ
状
を
越
申
候
〔
28
〕、

一
、�

敵
も
未
か
ゝ
ら
ぬ
内
に
諸
崩
致
候
、
我
等
ハ
御
使
に
参
、
又
ハ
手
に
あ



豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣

一
一
五

い
申
候
、
秀
頼
生
害
之
事
無
心
元
存
候
て
御
城
へ
参
候
ヘ
ハ
、
城
中
人

す
く
な
く
成
候
て
、

�
秀
頼
ハ
お（

奥
）く

と
お（

表

）
も
て
の
間
に
御
入
候
、
御
そ
は
に
修
理
一
人
小
々
姓

共
少
々
相
見
申
候
、
天
王
寺
表
之
様
子
見
及
候
段
、
又
味
方
敗
軍
之
様

子
申
上
候
て
、「
さ
て
御
生
害
ハ
何
方
に
て
可
被
遊
候
哉
」
と
申
候
ヘ

ハ
、「
殿
守
を
用
意
仕
候
へ
」
と
被
仰
候
、
則
修
理
も
御
供
い
た
し
、

お（
奥
）く

へ
参
候
、
我
等
も
致
御
供
候
、
扨
奥
へ
参
、「
鉄
炮
の
薬
ハ
何
方

ニ
御
座
候
」
と
申
候
ヘ
ハ
、「
た
け
へ
助
十
郎
に
と（

問
）

へ
」
と
被
仰
候
、

助
十
郎
ニ
問
候
て
、
鉄
炮
薬
二
人
に
為
持
、
殿
守
へ
あ
か
り
、
御
生
害

の
所
に
た（

畳

）
ゝ
ミ
を
か
さ
ね
て
敷
申
候
而
、
薬
を
其
処
ニ
お
き
申
候
、

「
其
所
へ
頓
阿
弥
、
樽
を
も
ち
て
参
」
御
意
之
由
申
候
〔
29
〕、

一
、
下
へ
さ
か
り
、
秀
頼
之
御
前
ニ
参
、「
殿
守
を
用
意
仕
候
」
と
申
上
、

火
縄
に
火
を
付
持
参
仕
、
殿
守
へ
致
御
供
参
候
〔
30
〕、

一
、
修
理
あ
と
ゟ
参
、
偽
を
申
候
て
と
め
申
候
、
我
等
申
候
ハ
、「
加
様
の

時
の（

延
）び

候
ヘ
ハ
、
恥
を
御
か
き
候
も
の
ニ
候
、
合
戦
の
も
り
返
し
候
事

ハ
偽
に
て
御
座
候
、
は
や
千
帖
敷
に
も
火
か
ゝ
り
申
候
」
と
申
候
ヘ

共
、
甲
州
・
修
理
達
而
申
候
て
下
の
矢
倉
へ
御
供
い
た
し
候
、
是
ハ
秀

頼
の
名
ニ
き（

傷
）つ

の
つ
か
ぬ
や
う
に
仕
度
一
念
斗
候
〔
31
〕、

一
、
御
袋
ハ
は
や
さ
き
へ
御
下
候
、
秀
頼
ハ
月
見
の
矢
倉
の
下
よ
り
さ
ま
を

御
の
そ
き
被
成
候
ヘ
ハ
、
市
正
殿
へ
参
候
坂
の
と
う
り
へ
敵
つ
き
候
躰

に
相
見
申
候
、
其
處
に
て
内
蔵
助
切
腹
い
た
し
候
、
渡
邉
長
左
衛
門
介

錯
仕
候
か
と
存
候
〔
32
〕、

一
、
煙
に
む
せ
候
て
我
等
ハ
内
へ
は
い
り
候
ヘ
ハ
、
正
永
、「
介
錯
し
て
く

れ
候
へ
」
と
申
候
間
、
介
錯
致
候
、
御
ち
や
あ
又
あ
い
又
比
丘
尼
三
人

か
い
し
や
く
い
た
し
候
、
是
か
手
か（

柄
）ら

に
成
候
ニ
て
ハ
無
之
候
へ
共
、

此
時
ニ
ハ
皆
々
う
ろ
た
へ
、
も
の
を
申
者
も
無
之
候
〔
33
〕、

一
、
秀
頼
矢
倉
へ
御
出
候
、
み
な
き（

興
）や

う
の
さ（

冷
）め

た
る
躰
ニ
候
、
夜
ニ
入
、

ひ
き
事
な
と
永
々
と
申
候
て
、「
乍
慮
外
、
御
手
本
を
可
仕
」
と
申
候

て
、
脇
指
を
ぬ
き
候
處
ニ
、
津
川
左（

近
治
）近

・
毛
利
長（

勝
永
ヵ
）門

と
か
も
き（

来
）候

て
、

そ
と
へ
引
立
、
つ
れ
て
出
申
候
〔
34
〕、

一
、
八
日
の
朝
、「
常（

初
）高

院
殿
へ
使
ニ
参
候
へ
」
と
被
仰
候
、
色
々
御
理
申

候
へ
共
、「
誰
に
出
候
へ
と
申
候
へ
共
、
敵
の
中
へ
可
出
と
申
者
無
之

候
間
、
御
頼
被
成
候
」
と
事
を
つ（

尽
）く

し
被
仰
候
付
、
青
屋
口
京（

忠
高
）極

殿
陣

所
ニ
而
候
、
そ
れ
へ
参
候
ヘ
ハ
、「
常
高
院
さ
ま
ハ
昨
日
田
中
ま
て
御

退
候
」
と
井
の
口
左（

高
宗
）京

申
候
、
矢
倉
へ
其
通
左
京
も

（
と
ヵ
）の

に
文
を
も
た
せ

遣
候
ヘ
ハ
、「
と
こ
ま
で
成
共
参
候
て
常
高
院
殿
に
あ
い
候
て
申
候
へ
」

と
の
事
ニ
候
、
井
口
左
京
か
馬
に
乗
、
森
口
の
あ
な
た
田
中
へ
や
か
て

参
候
、
常
高
院
殿
へ
様
子
申
候
ヘ
ハ
、「
若（

京
極
忠
高
）

狭
殿
ニ
あ
い
申
候
而
、
返

事
可
申
由
」
被
仰
候
て
、
青
屋
口
ま
て
御
出
候
、
我
等
供
い
た
し
参
候

て
返
事
を
承
り
、
水
の
手
ま
て
参
候
ヘ
ハ
、
井
伊
掃（

直
孝
）部

殿
ニ
お
さ
え
ら

れ
候
、
種
々
か
り
事
を
申
候
ヘ
ハ
、「
京
極
殿
よ
り
切
手
と
り
て
来
候

者
、
入
可
申
」
と
の
事
ニ
候
、
不
及
是
非
、
切
手
取
ニ
帰
候
ヘ
ハ
、
切



一
一
六

手
被
出
候
事
な
る
ま
し
き
に
き
ハ
ま
り
不
及
是
非
、
井
口
左
京
を
頼
、

「
市
正
殿
陣
場
を
尋
て
く
れ
候
へ
、
市
正
殿
頼
候
て
御
城
へ
可
参
候
」

と
申
候
ヘ
ハ
、
則
、
方
々
へ
人
を
尋
ニ
遣
候
ヘ
ハ
、
其
使
不
帰
内
ニ
秀

頼
の
御
入
候
矢
倉
よ
り
火
出
候
て
切
腹
と
申
候
、
如
御
存
知
、
我
等
お

い
は
ら
を
切
候
奉
公
人
ニ
て
ハ
無
之
候
間
、
無
是
非
左
京
ニ
お（

送
）く

ら
れ

京
へ
の（

退
）き

申
候
〔
35
〕、

寅
年

一
、�

九
月
廿
三
日
に
秀
頼
と
市
正
と
の
間
埒
を
一
端
明
申
事
、

一
、�

市
殿
せ（

先
途
）

ん
ど
を
見
届
候
事
、

卯
年

一
、�

大
坂
可
相
果
と
存
き
わ
め
残
り
候
事
、

一
、�

五
月
七
日
ニ
一
番
合
戦
に
一
人
進
出
、
手
に
あ
い
申
候
事

一
、�

秀
頼
へ
達
而
切
腹
す
ゝ
め
申
者
我
等
一
人
に
て
候
事

　
　

此
外
ニ
少
々
裁
判
の
事
候
ヘ
共
、
書
の
せ
不
申
候
、

　
　

以
上
、

（
張
紙
）

浅
井
一
政
初
メ
今
木
源
右
衛
門
ト
称
シ
、
秀
頼
ニ
近
侍
シ
大
坂
落
城
後
、

加
賀
ニ
来
リ
仕
、
浅
井
源
右
衛
門
ト
改
ム
ト
云
リ


